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-
1
-

第
１

計
画
の
期
間

平
成
１
４
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
０
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
６
年
間
と
す
る
。

第
２

鳥
獣
保
護
区
、
特
別
保
護
地
区
及
び
休
猟
区
に
関
す
る
事
項

１
鳥
獣
保
護
区
の
指
定

（
１
）

方
針

①
指
定
に
関
す
る
中
長
期
的
な
方
針

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
は
、
第
１
次
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
か
ら
第
８
次
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
ま
で
に
お
い
て
、
森
林
性
鳥
獣
の
た
め
の
鳥
獣
保
護
区
は
十
分
必
要
量
を
確
保
し
た
ほ
か
、

そ
の
他
の
鳥
獣
保
護
区
に
つ
い
て
も
適
正
に
配
置
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

第
９
次
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
の
指
定
方
針
と
し
て
は
、
特
定
の
鳥
獣
の
保
護
上
重
要
な
地
域
等
に
つ
い
て
鳥
獣
保
護
区
を
指
定
す
る
ほ
か
、
現
在
の
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
等
の
見
直
し

及
び
存
続
期
間
の
更
新
を
重
点
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
９
次
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
で
は
、
環
境
省
に
よ
る
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
で
は
絶
滅
危
惧
Ⅱ
類
と
し
て
、
青
森
県
版
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
で
は
Ｂ
ラ
ン
ク
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る

コ
ジ
ュ
リ
ン
等
の
希
少
鳥
獣
の
保
護
の
た
め
の
希
少
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
（
１
箇
所
）
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
又
は
鳥
獣
の
観
察
や
保
護
活
動
等
を
通
じ
た
環
境
教
育
の
場
と
し

て
の
身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
（
１
箇
所
）
を
新
た
に
指
定
す
る
ほ
か
、
イ
ヌ
ワ
シ
や
他
の
森
林
性
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
、
岩
木
山
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
を
拡
大
す
る
こ
と
と

し
た
。

ま
た
、
環
境
の
変
化
に
よ
り
境
界
が
不
明
確
に
な
っ
た
鳥
獣
保
護
区
（
２
箇
所
）
の
区
域
を
見
直
し
、
拡
大
す
る
こ
と
と
し
た
。

計
画
期
間
中
に
存
続
期
間
が
満
了
と
な
る
５
１
箇
所
の
鳥
獣
保
護
区
に
つ
い
て
は
存
続
期
間
の
更
新
を
行
い
、
そ
の
際
に
は
、
従
来
１
０
年
で
あ
っ
た
存
続
期
間
を
法
令
上
の
最
長
期

間
で
あ
る
２
０
年
と
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
１
９
年
度
の
計
画
終
了
時
に
は
現
在
の
１
１
３
，
６
９
１
ｈ
ａ
（
県
指
定
７
０
，
０
３
６
ｈ
ａ
、
国
指
定
４
３
，
６
５
５
ｈ
ａ
）
よ
り
１
，
９
８
６
ｈ
ａ
多
い

１
１
５
，
６
７
７
ｈ
ａ
（
県
指
定
７
２
，
０
２
２
ｈ
ａ
、
国
指
定
４
３
，
６
５
５
ｈ
ａ
（
た
だ
し
、
計
画
期
間
中
に
お
け
る
新
た
な
指
定
面
積
を
除
く
。
）
）
の
鳥
獣
保
護
区
が
指
定
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
は
県
土
面
積
９
６
０
，
６
２
６
ｈ
ａ
の
約
１
２
％
に
当
た
る
。

ま
た
、
本
計
画
に
掲
げ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
鳥
獣
の
保
護
を
早
急
に
図
る
必
要
の
あ
る
も
の
は
、
速
や
か
に
生
息
調
査
を
行
い
、
利
害
の
調
整
を
図
り
な
が
ら
、
②
の
指
定

区
分
ご
と
の
方
針
に
従
い
、
新
た
な
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
又
は
区
域
の
拡
大
に
積
極
的
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

②
指
定
区
分
ご
と
の
方
針

１
）
森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

森
林
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
、
森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
を
指
定
し
、
地
域
に
お
け
る
生
物
多
様
性
の
確
保
に
も
努
め
る
も
の
と
す
る
。

指
定
に
当
た
っ
て
は
、
森
林
面
積
が
概
ね
10,000haご

と
に
１
箇
所
を
選
定
し
、
面
積
は
300ha以

上
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
い
ず
れ
か
の
地
域
か
ら
選
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
形
状
は
で
き
る
限
り
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
団
地
状
と
な
る
よ
う
、
か
つ
、
低
山
帯
か

ら
高
山
帯
ま
で
偏
り
な
く
配
置
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ア
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
す
る
地
域

イ
鳥
獣
の
生
息
密
度
の
高
い
地
域

ウ
植
生
、
地
形
等
が
鳥
獣
の
生
息
に
適
し
て
い
る
次
の
よ
う
な
地
域

ア
）
天
然
林

イ
)
林
相
、
地
形
が
変
化
に
富
む
地
域
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ウ
)
渓
流
又
は
沼
沢
を
含
む
地
域

エ
)
餌
と
な
る
動
植
物
が
豊
富
な
地
域

２
)
大
規
模
生
息
地
の
保
護
区

行
動
圏
が
広
域
に
及
ぶ
大
型
鳥
獣
を
始
め
当
該
地
域
に
生
息
す
る
多
様
な
鳥
獣
相
を
保
護
す
る
た
め
、
大
規
模
生
息
地
の
保
護
区
を
指
定
し
、
地
域
の
生
物
多
様
性
の
拠
点
の
確
保

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

指
定
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
地
域
の
う
ち
必
要
な
地
域
に
つ
い
て
選
定
す
る
も
の
と
し
、
１
箇
所
当
た
り
の
面
積
は
10,000ha以

上
と
す
る
。

ア
猛
禽
類
又
は
大
型
獣
類
を
含
む
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
す
る
地
域

イ
暖
帯
林
、
温
帯
林
、
亜
寒
帯
林
等
そ
の
地
方
を
代
表
す
る
森
林
植
生
が
含
ま
れ
る
地
域

ウ
地
形
等
の
変
化
に
富
み
、
河
川
、
湖
沼
、
湿
原
な
ど
多
様
な
環
境
要
素
を
含
む
地
域

３
）
集
団
渡
来
地
の
保
護
区

集
団
で
渡
来
す
る
水
鳥
類
等
の
渡
り
鳥
の
保
護
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
渡
来
地
で
あ
る
干
潟
、
湿
地
、
湖
沼
等
の
う
ち
必
要
な
地
域
に
つ
い
て
、
集
団
渡
来
地
の
保
護
区
を
指
定

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

指
定
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
地
域
の
う
ち
必
要
な
地
域
に
つ
い
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
に
は
鳥
類
の
渡
り
の
ル
ー
ト
を
踏
ま
え
た
配
置
と
な

る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
採
餌
、
ね
ぐ
ら
又
は
休
息
の
た
め
の
後
背
地
又
は
水
面
等
も
可
能
な
限
り
含
め
る
も
の
と
す
る
。

ア
現
在
、
県
内
に
お
い
て
渡
来
す
る
鳥
類
の
種
数
又
は
個
体
数
の
多
い
地
域

イ
か
つ
て
渡
来
す
る
鳥
類
の
種
又
は
個
体
数
が
多
か
っ
た
地
域
で
、
鳥
類
の
渡
り
の
経
路
上
そ
の
回
復
が
必
要
か
つ
可
能
と
考
え
ら
れ
る
も
の

４
）
集
団
繁
殖
地
の
保
護
区

集
団
で
繁
殖
す
る
鳥
類
及
び
コ
ウ
モ
リ
類
の
保
護
を
図
る
た
め
、
島
し
ょ
、
断
崖
、
樹
林
、
草
原
、
砂
地
、
洞
窟
等
に
お
け
る
集
団
繁
殖
地
の
う
ち
必
要
な
地
域
に
つ
い
て
鳥
獣
保

護
区
を
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

指
定
に
当
た
っ
て
は
、
採
餌
、
ね
ぐ
ら
又
は
休
息
の
た
め
の
後
背
地
、
水
面
等
も
可
能
な
限
り
含
め
る
も
の
と
す
る
。

５
）
希
少
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

環
境
省
に
よ
る
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
に
絶
滅
危
惧
Ⅰ
類
、
Ⅱ
類
若
し
く
は
地
域
個
体
群
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
鳥
獣
、
青
森
県
版
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
種
そ
の

他
の
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
鳥
獣
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
鳥
獣
の
生
息
地
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
鳥
獣
の
保
護
上
必
要
な
地
域
に
つ
い
て
、
希
少
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
を
指
定
す
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

６
）
生
息
地
回
廊
の
保
護
区

生
息
地
が
分
断
さ
れ
た
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
、
生
息
地
間
を
つ
な
ぐ
樹
林
帯
や
河
畔
林
等
で
あ
っ
て
鳥
獣
の
移
動
経
路
と
な
っ
て
い
る
地
域
又
は
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
こ

と
に
よ
り
鳥
獣
の
移
動
経
路
と
し
て
の
機
能
が
回
復
す
る
見
込
み
の
あ
る
地
域
の
う
ち
必
要
な
地
域
に
つ
い
て
、
新
た
に
生
息
地
回
廊
の
保
護
区
を
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。指
定
に
当
た
っ
て
は
、
移
動
分
散
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
対
象
鳥
獣
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
生
態
や
行
動
範
囲
等
を
踏
ま
え
て
回
廊
と
し
て
確
保
す
べ
き
区
域
を
選
定
す
る
も
の
と

す
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
既
設
の
鳥
獣
保
護
区
の
み
な
ら
ず
、
自
然
公
園
法
、
文
化
財
保
護
法
等
の
他
の
制
度
に
よ
っ
て
ま
と
ま
っ
た
面
積
が
保
護
さ
れ
て
い
る
地
域
等
を
相
互

に
結
び
つ
け
る
な
ど
に
よ
り
、
効
果
的
な
配
置
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

７
）
身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

市
街
地
及
び
そ
の
近
郊
に
お
い
て
鳥
獣
の
良
好
な
生
息
地
を
確
保
し
若
し
く
は
創
出
し
、
豊
か
な
生
活
環
境
の
形
成
に
資
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
地
域
又
は
自
然
と
の
ふ
れ

あ
い
若
し
く
は
鳥
獣
の
観
察
や
保
護
活
動
を
通
じ
た
環
境
教
育
の
場
を
確
保
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
つ
い
て
、
身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
を
指
定
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
現
在
指
定
さ
れ
て
い
る
誘
致
地
区
及
び
愛
護
地
区
の
保
護
区
に
つ
い
て
は
、
身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
に
移
行
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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（
２
）

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
等
計
画

（
第
１
表
）

鳥
獣
保
護

既
設
鳥
獣

区
分

区
指
定
の

保
護
区

本
計
画
期
間
に
指
定
す
る
鳥
獣
保
護
区

本
計
画
期
間
に
区
域
拡
大
す
る
鳥
獣
保
護
区

目
標

(Ａ
)

14年
度

15
16

17
18

計
(B)

14年
度

15
16

17
18

計
(C)

19
19

箇
所

64
58

箇
所

2
1

1
森
林
鳥
獣
生
息
地

面
積

19,200ha
56,345

変
動
面
積

ha
1,284ha

1,401ha
117

箇
所

箇
所

大
規
模
生
息
地

面
積

変
動
面
積

ha
ha

箇
所

8
箇

所
集

団
渡

来
地

面
積

8,736
変
動
面
積

ha
ha

箇
所

箇
所

集
団

繁
殖

地
面
積

変
動
面
積

ha
ha

箇
所

2
箇

所
1

1
希
少
鳥
獣
生
息
地

面
積

441
変
動
面
積

500ha
500

ha
箇
所

箇
所

生
息

地
回

廊
面
積

変
動
面
積

ha
ha

1
1

箇
所

14
箇

所
1

1
83

83
身
近
な
鳥
獣
生
息
地

面
積

4,514
変
動
面
積

2ha
2

ha
箇
所

82
箇

所
2

2
3

1
1

1
計

面
積

70,036
変
動
面
積

502ha
502

1,284ha
1,484ha

83
117

本
計
画
期
間
に
廃
止
又
は
期
間
満
了
に
よ
り

計
画
期
間
中

計
画
終
了
時
の

本
計
画
期
間
に
区
域
縮
小
す
る
鳥
獣
保
護
区

消
滅

す
る

鳥
獣

保
護

区
の
増
△
減

鳥
獣
保
護
区

14年
度

15
16

17
18

計
(D)

14年
度

15
l6

17
18

計
(E)

＊
＊
＊

19
19

58
＊

箇
所
数
B
E―

ha
ha

57,746
面

積
B+C

D
E

1,401
―

―
＊
＊
箇
所
数
A+B

E―
ha

ha
面

積
A+B+C

D
E

―
―

8
8,736

ha
ha

ha
ha

3
1

ha
ha

941
500

ha
ha

15
1

ha
ha

4,599
85

84
2

ha
ha

72,022
1,986

※
鳥
獣
保
護
区
指
定
の
目
標
の
欄
の
数
字
は
、
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
の
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
に
よ
り
、
森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
に
つ
い
て
は
、
森
林
面
積
１
０
，
０
０
０

ｈ
ａ
ご
と
に
１
箇
所
を
指
定
し
、
１
箇
所
当
た
り
３
０
０
ｈ
ａ
以
上
の
面
積
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
県
の
森
林
面
積
（
約
６
４
万
ｈ
ａ
）
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
６
４
箇
所
、

１
９
，
２
０
０
ｈ
ａ
（
６
４
箇
所
×
３
０
０
ｈ
ａ
）
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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①
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
計
画

１
）

希
少
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

（
第
２
表
）

年
度

保
護
対
象
鳥
獣
名

鳥
獣
保
護
区
指
定
所
在
地

鳥
獣
保
護
区
予
定
名
称

指
定
面
積

指
定
期
間

備
考

平
成
１
４
年
度

コ
ジ
ュ
リ
ン
、
チ
ュ
ウ
ヒ
、

つ
が
る
市
大
字
館
岡

平
滝
沼

鳥
獣
保
護
区

500
ha

20
年

休
猟
区

ハ
ヤ
ブ
サ

合
計

１
箇
所

２
）

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

（
第
３
表
）

年
度

鳥
獣
保
護
区
指
定
所
在
地

鳥
獣
保
護
区
予
定
名
称

指
定
面
積

指
定
期
間

備
考

平
成
１
４
年
度

今
別
町
大
字
今
別

今
別
八
幡
宮

2
ha

20
年

合
計

１
箇
所
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②
既
設
鳥
獣
保
護
区
の
変
更
計
画

（
第
４
表
）

指
定
面
積
の
異
動

年
度

指
定
区
分

鳥
獣
保
護
区
名

変
更
区
分

変
更
後
の
指
定
期
間

変
更
理
由

備
考

異
動
前
の

異
動
面
積

異
動
後
の

面
積

面
積

度
平
成
14年

11月
1日
か
ら
平
成
23年

10月
31日

ま
で

イ
ヌ
ワ
シ
等
森
林

平
成
14年

森
林
鳥
獣
生
息
地

岩
木
山

区
域
拡
大

503ha
1,284ha

1,787ha
鳥
獣
生
息
確
認

岩
木
川

期
間
更
新

275
0

275
期
間
満
了

集
団
渡
来
地

平
成
14年

11月
1日
か
ら
平
成
34年

10月
31日

ま
で

阿
闇
羅

〃
2,283

0
2,283

〃
〃

森
林
鳥
獣
生
息
地

金
屋

〃
140

0
140

〃
〃

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

飯
詰

〃
1,197

0
1,197

〃
〃

森
林
鳥
獣
生
息
地

〃
権
現
崎

〃
673

0
673

〃
〃

左
組

〃
1,375

0
1,375

〃
〃

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

間
木

〃
250

0
250

〃
〃

集
団
渡
来
地

小
沢

〃
506

0
506

〃
〃

森
林
鳥
獣
生
息
地

桑
畑
山

〃
2,600

0
2,600

〃
〃

〃

計
１
０
箇
所

9,802ha
1,284ha

11,086ha

舟
岡

期
間
更
新

624ha
0ha

624ha
期
間
満
了

平
成
15年

度
森
林
鳥
獣
生
息
地

平
成
15年

11月
1日
か
ら
平
成
35年

10月
31日

ま
で

〃
座
頭
石

〃
573

0
573

〃
〃

〃
上
市
川

〃
453

0
453

〃
〃

〃
市
浦

〃
706

0
706

〃
〃

〃
向
旗
屋

〃
785

0
785

〃
〃

〃
薬
研

〃
1,132

0
1,132

〃
〃

〃
西
赤
石
山

〃
1,442

0
1,442

〃
〃

計
７
箇
所

5,715ha
0

5,715ha

蟹
田

期
間
更
新

410ha
0ha

410ha
期
間
満
了

平
成
16年

度
集
団
渡
来
地

平
成
16年

11月
1日
か
ら
平
成
36年

10月
31日

ま
で

大
川

〃
765

0
765

〃
〃

森
林
鳥
獣
生
息
地

〃
865

0
865

〃
〃

集
団
渡
来
地

平
川
・
浅
瀬
石
川

葛
川

〃
28

0
28

〃
〃

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
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田
子

期
間
更
新

750
0

750
期
間
満
了

森
林
鳥
獣
生
息
地

平
成
16年

11月
1日
か
ら
平
成
36年

10月
31日

ま
で

県
南

〃
983

0
983

〃
〃

〃

上
北
町

区
域
拡
大

238
83

321
〃

境
界
見
直
し

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

大
間

期
間
更
新

988
0

988
〃

期
間
満
了

森
林
鳥
獣
生
息
地

十
二
湖

〃
1,107

0
1,107

〃
〃

〃

計
９
箇
所

6,314ha
83

6,397ha

三
廐
沢

期
間
更
新

245ha
0ha

245ha
期
間
満
了

平
成
17年

度
森
林
鳥
獣
生
息
地

平
成
17年

11月
1日
か
ら
平
成
37年

10月
31日

ま
で

野
木
和

〃
315

0
315

〃
〃

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

梵
珠

〃
596

0
596

〃
〃

森
林
鳥
獣
生
息
地

〃
外
崎
山

〃
332

0
332

〃
〃

〃
田
茂
木

区
域
拡
大

766
117

883
〃

境
界
見
直
し

〃
猿
ケ
森

期
間
更
新

1,070
0

1,070
〃

期
間
満
了

大
湊

〃
4,369

0
4,369

〃
〃

集
団
渡
来
地

計
７
箇
所

7,693ha
117ha

7,810ha

天
狗

期
間
更
新

568ha
0ha

568ha
期
間
満
了

平
成
18年

度
森
林
鳥
獣
生
息
地

平
成
18年

11月
1日
か
ら
平
成
38年

10月
31日

ま
で

〃
百
沢

〃
211

0
211

〃
〃

水
木
在
家

〃
108

0
108

〃
〃

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

五
戸

〃
1,559

0
1,559

〃
〃

森
林
鳥
獣
生
息
地

廻
堰

〃
245

0
245

〃
〃

集
団
渡
来
地

十
美
岡

〃
2,025

0
2,025

〃
〃

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

大
利

〃
416

0
416

〃
〃

森
林
鳥
獣
生
息
地

岩
木
川
河
口

〃
230

0
230

〃
〃

希
少
鳥
獣
生
息
地

田
光
沼

〃
211

0
211

〃
〃

〃

計
９
箇
所

5,573
0

5,573

平
成
19年

度
八
森
山

期
間
更
新

515ha
0ha

515ha
期
間
満
了

森
林
鳥
獣
生
息
地

平
成
19年

11月
1日
か
ら
平
成
39年

10月
31日

ま
で

〃
長
慶
平

〃
650

0
650

〃
〃

〃
八
重
菊
深
沢

〃
613

0
613

〃
〃
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平
成
19年

度
不
習
岳

期
間
更
新

515ha
0ha

515ha
期
間
満
了

森
林
鳥
獣
生
息
地

平
成
19年

11月
1日
か
ら
平
成
39年

10月
31日

ま
で

〃
戸
来

〃
483

0
483

〃
〃

芦
野

〃
152

0
152

〃
〃

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

〃
七
和

〃
195

0
195

〃
〃

〃
黒
森

〃
118

0
118

〃
〃

〃
赤
石

〃
34

0
34

〃
〃

〃
高
森
山

〃
1,150

0
1,150

〃
〃

計
１
０
箇
所

4,425
0

4,425

合
計

５
２
箇
所

39,342ha
1,484ha

40,826ha



( ) 青 森 県 報平成19年３月28日 水曜日 号外第20号

―

―

4

11

-
-

8

２
特
別
保
護
地
区
の
指
定

（
１
）

方
針

①
指
定
に
関
す
る
中
長
期
的
な
方
針

鳥
獣
の
保
護
を
図
る
上
で
、
生
息
環
境
の
保
全
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
指
定
さ
れ
た
鳥
獣
保
護
区
に
お
い
て
、
特
に
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
必
要
な
地
域
に
つ
い
て
特
別
保

護
地
区
の
指
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
保
護
地
区
は
、
立
木
の
伐
採
、
工
作
物
の
設
置
等
に
つ
い
て
制
限
が
伴
う
こ
と
か
ら
、
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
県
土
の
保
全
そ
の
他
の

公
益
と
の
調
整
、
地
域
住
民
の
農
林
漁
業
等
の
生
業
の
安
定
及
び
福
祉
の
向
上
に
十
分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
本
計
画
期
間
中
に
存
続
期
間
が
満
了
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
再
指
定
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

②
指
定
区
分
ご
と
の
方
針

１
）
森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

良
好
な
鳥
獣
の
生
息
環
境
と
な
っ
て
い
る
区
域
に
つ
い
て
指
定
す
る
も
の
と
し
、
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
箇
所
数
の
２
分
の
１
以
上
の
地
区
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
面
積
の
10分

の
１
以
上

を
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
）
大
規
模
生
息
地
の
保
護
区

猛
禽
類
や
大
型
獣
類
を
含
む
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
、
当
該
保
護
区
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
中
核
的
地
区
に
つ
い
て
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
）
集
団
渡
来
地
の
保
護
区

渡
来
す
る
鳥
類
の
採
餌
場
又
は
ね
ぐ
ら
と
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
中
核
的
地
区
に
つ
い
て
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４
）
集
団
繁
殖
地
の
保
護
区

保
護
対
象
と
な
る
鳥
類
及
び
コ
ウ
モ
リ
類
の
繁
殖
を
確
保
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
中
核
的
地
区
に
つ
い
て
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５
）
希
少
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

保
護
対
象
と
な
る
鳥
獣
の
繁
殖
、
採
餌
等
に
必
要
な
区
域
を
広
範
囲
に
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

６
）
生
息
地
回
廊
の
保
護
区

保
護
対
象
と
な
る
鳥
獣
の
移
動
経
路
と
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
中
核
的
地
区
に
つ
い
て
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

７
）
身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

鳥
獣
の
誘
致
又
は
鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及
啓
発
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
区
域
に
つ
い
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）

特
別
保
護
地
区
指
定
計
画

（
第
５
表
）

特
別
保
護

既
設
特
別

本
計
画
期
間
に
指
定
す
る
特
別
保
護
地
区

区
分

地
区
指
定

保
護
地
区

（
再
指
定
も
含
む
）

本
計
画
期
間
に
区
域
拡
大
す
る
特
別
保
護
地
区

。
の
目
標

(A)
14年

度
15

16
17

18
計
(B)

14年
度

15
16

17
18

計
(C)

19
19

29
7

1
1

2
箇
所

箇
所

森
林
鳥
獣
生
息
地

面
積

変
動
面
積

99ha
ha

5,775ha
1,528

196
295

箇
所

箇
所

大
規
模
生
息
地

面
積

変
動
面
積

ha
ha

箇
所

箇
所

集
団
渡
来
地

面
積

変
動
面
積

ha
ha

箇
所

箇
所

集
団
繁
殖
地

面
積

変
動
面
積

ha
ha

箇
所

箇
所

希
少
鳥
獣
生
息
地

面
積

変
動
面
積

ha
ha

箇
所

箇
所

生
息
地
回
廊

面
積

変
動
面
積

ha
ha

箇
所

箇
所

1
面
積

変
動
面
積

ha
ha

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

108
1

2
箇
所

箇
所

計
面
積

変
動
面
積

99ha
ha

1,538ha
196

295
※

特
別
保
護
地
区
指
定
の
目
標
の
欄
の
数
字
は
、
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
の
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
に
よ
り
、
森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
内
に
指
定
さ
れ
る
特
別

保
護
地
区
に
つ
い
て
は
、
同
保
護
地
区
の
指
定

い
る
こ
と
か

箇
所
数
の
２
分
の
１
以
上
の
地
区
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
面
積
の
10分

の
１
以
上
を
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
さ
れ
て

ら
、
本
県
の
森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
の
指
定
箇
所
数
（
５
８
箇
所
）
及
び
指
定
面
積
（
５
７
，
７
４
６
ｈ
ａ
）
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
２
９
箇
所
、
５
，
７
７
５
ｈ
ａ
と
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
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本
計
画
期
間
に
廃
止
又
は
期
間
満
了
に
あ
た
る

計
画
期
間
中

計
画
終
了
時
の

本
計
画
期
間
に
区
域
縮
小
す
る
特
別
保
護
地
区

特
別
保
護
地
区
(
再
指
定
も
含
む
。
)

の
増
△
減

特
別
保
護
地
区

14年
度

15
16

17
18

計
(D)

14年
度

15
16

17
18

計
(E)

＊
＊
＊

19
19

＊
箇
所
数
B
E

1
1

2
0

7
―

ha
99ha

面
積
B+C

D
E

196
295

0
1,528

―
―

＊
＊

箇
所
数
A+B

E―
ha

ha
面

積
A+B+C

D
E

―
―

ha
ha

ha
ha

ha
ha

ha
ha

0
1

0
10

ha
ha1

1
2

0
8

196
295

0
1,538

ha
99ha

（
３
）

特
別
保
護
地
区
指
定
内
訳

（
第
６
表
）

指
定
の
対
象
と
な
る
鳥
獣
保
護
区

特
別
保
護
地
区

特
別
保
護
指
定
区
域

年
度

備
考

指
定
区
分

鳥
獣
保
護
区
名
称

面
積

指
定
期
間

指
定
面
積

指
定
期
間

指
定
面
積

指
定
期
間

平
成
14年

度
森
林
鳥
獣
生
息
地

権
現

崎
673ha

14年
11月

1日
99ha

14年
11月

1日
再
指
定

から
から

まで
まで

34年
10月

31日
34年

10月
31日

平
成
17年

度
森
林
鳥
獣
生
息
地

梵
珠

596ha
17年

11月
1日

196ha
17年

11月
1日

再
指
定

から
から

まで
まで

37年
10月

31日
37年

10月
31日

合
計

２
箇
所

1,269
295
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休
猟
区
の
指
定

（
１
）

方
針

狩
猟
鳥
獣
の
生
息
数
の
回
復
を
図
る
た
め
、
休
猟
区
を
指
定
し
、
狩
猟
鳥
獣
の
自
然
増
殖
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
本
県
の
主
な
狩
猟
鳥
獣
で
あ
る
キ
ジ
及
び
ヤ
マ
ド
リ
に
つ
い
て
は
放
鳥

に
よ
っ
て
も
増
殖
を
進
め
、
狩
猟
の
永
続
を
図
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
指
定
に
当
た
っ
て
は

各
地
域
ご
と
に
狩
猟
鳥
獣
の
適
正
な
生
息
数
を
維
持
す
る
観
点
か
ら
、
で
き
る
限
り
分
布
に

偏
り
が
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
休
猟
区
１
箇
所
当
た
り
の
面
積
が
、
で
き
る
限
り
１
，
５
０
０
ｈ
ａ
以
上
と
な
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）

休
猟
区
指
定
計
画

（
第
７
表
）

年
度

休
猟
区
指
定
所
在
地

休
猟
区
名
称

指
定
面
積

指
定
期
間

備
考

平
成
14年

度
東
津
軽
郡
今
別
町

今
別

2,130ha
3
年

黒
石
市

大
川
原

1,520
3

平
川
市

善
光
寺
平

2,410
3

三
戸
郡
三
戸
町

貝
守

2,560
2

五
所
川
原
市

太
田

2,301
3

十
和
田
市

伝
法
寺

1,229
3

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

向
山

1,727
3

む
つ
市

釜
臥
山

2,550
3

む
つ
市

高
野
川

2,100
3

西
津
軽
郡
深
浦
町

風
合
瀬

2,075
3

つ
が
る
市

車
力

1,980
3

計
１
１
箇
所

22,582

平
成
15年

度
青
森
市

西
田
沢
山

1,500
3
年

東
津
軽
郡
蓬
田
村

阿
弥
陀
川

1,220
3

青
森
市

高
頭
森
山

1,960
3

平
川
市

久
吉

2,430
3

三
戸
郡
階
上
町

道
仏

1,525
3

三
戸
郡
五
戸
町
、
新
郷
村

又
重

1,886
2

五
所
川
原
市

喜
良
市

4,006
3

三
沢
市

淋
代

1,169
3

上
北
郡
東
北
町

徳
万
館

1,161
3

上
北
郡
六
戸
町

折
茂

1,952
3

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

西
岩
木
山

1,660
3

計
１
１
箇
所

20,469
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7
14

-
11
-

平
成
16年

度
青
森
市

東
岳

2,160
3

平
川
市

御
仮
屋
嶽

1,600
3

平
川
市

白
手
山

1,280
3

三
戸
郡
三
戸
町

梅
内

2,086
2

三
戸
郡
田
子
町

石
亀

1,843
3

八
戸
市

大
森

1,945
3

北
津
軽
郡
中
泊
町

宮
野
沢

2,647
3

上
北
郡
七
戸
町

蒼
前

1,208
3

上
北
郡
野
辺
地
町

目
ノ
越

1,000
3

下
北
郡
東
通
村

白
糠

1,800
3

西
津
軽
郡
深
浦
町

黒
崎

2,075
3

計
１
１
箇
所

19,644

平
成
17年

度
東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

大
平

2,250
3

弘
前
市

四
兵
衛
森

2,290
3

弘
前
市

土
筆
森

2,086
3

三
戸
郡
新
郷
村

田
茂
代

1,934
3

三
戸
郡
五
戸
町
、
八
戸
市

切
谷
内

1,772
3

五
所
川
原
市

小
田
川

3,490
3

上
北
郡
東
北
町

新
山

1,197
3

上
北
郡
六
ケ
所
村

泊
1,993

3

む
つ
市

桧
川

3,750
3

つ
が
る
市

西
高
野
山

1,928
3

つ
が
る
市

森
田

1,125
3

１
１
箇
所

23,815

平
成
18年

度
青
森
市

後
潟

1,190
3

青
森
市

孫
内

1,720
3

弘
前
市

棺
森

2,230
3

南
津
軽
郡
大
鰐
町

十
和
田
山

1,665
3

三
戸
郡
階
上
町

金
山
沢

1,992
3

三
戸
郡
南
部
町

鳥
舌
内

2,567
3

五
所
川
原
市

石
田
坂

1,319
3

上
北
郡
七
戸
町

倉
岡

1,866
3

十
和
田
市

法
量

1,500
3

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

イ
サ
坂
岱

1,450
3

計
１
０
箇
所

17,499
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8

15

-
12
-

平
成
19年

度
青
森
市

瀬
戸
子

1,465
3

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

平
舘

1,235
3

黒
石
市

青
荷

2,047
3

中
津
軽
郡
西
目
屋
村

川
原
平

2,010
3

八
戸
市
・
三
戸
郡
階
上
町

島
守

2,058
3

三
戸
郡
五
戸
町
・
南
部
町

扇
田

1,641
3

五
所
川
原
市

桂
川

2,622
3

上
北
郡
六
戸
町

金
矢

2,010
3

上
北
郡
七
戸
町

鳥
谷
部

655
3

上
北
郡
東
北
町

萌
出

1,150
3

む
つ
市

奥
内

3,625
3

西
津
軽
郡
鰺
ヶ
沢
町

種
里

732
3

計
１
２
箇
所

21,250

合
計

６
６
箇
所

125,259
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13

４
鳥
獣
保
護
区
の
整
備
等

（
１
）

方
針

新
設
又
は
存
続
期
間
を
更
新
す
る
鳥
獣
保
護
区
、
指
定
す
る
特
別
保
護
地
区
等
の
境
界
線
が
明
か
に
な
る
よ
う
標
識
等
を
設
置
す
る
ほ
か
、
自
然
条
件
を
勘
案
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鳥
獣
保

護
区
の
指
定
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
鳥
獣
の
採
餌
、
営
巣
等
の
た
め
の
環
境
の
維
持
及
び
改
善
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）

整
備
計
画

①
管
理
施
設
の
設
置

（
第
８
表
）

平
成
１
９
年
度

区
分

平
成
１
４
年
度

平
成
１
５
年
度

平
成
１
６
年
度

平
成
１
７
年
度

平
成
１
８
年
度

鳥獣保護区
か所

特別保護地区
か所

鳥獣保護区
か所

鳥獣保護区
か所

鳥獣保護区
か所

特別保護地区
か所

鳥獣保護区
か所

鳥獣保護区
か所

10
1

7
9

7
､

1
9

9

案内板
基

制札
枚

案内板
基

制札
枚

案内板
基

制札
枚

案内板
基

制札
案内板

基
制札

枚
案内板

基､制札
枚

標
識
類
の
整
備

1
､

55
1
､

35
1
､

40
1
､

40枚
1
､

40
1

40

管
理
棟
等
の
整
備

②
生
息
環
境
の
整
備
・
改
善
事
業
、
利
用
施
設
の
整
備

（
第
９
表
）

平
成
１
９
年
度

区
分

平
成
１
４
年
度

平
成
１
５
年
度

平
成
1６
年
度

平
成
１
７
年
度

平
成
１
８
年
度

阿闇羅
巣箱

個
舟

岡
巣箱

個
餌木植栽

本
葛

川
巣箱

個
野木和

巣箱
個

水木在家
巣箱

個
芦

野
巣箱

個
営
巣
、
給
餌
環
境
の
整
備
・

30
20
､

25
10

20
15

15

左
組

巣箱
個

餌木植栽
本

上市川
巣箱

個
田

子
巣箱

個
梵

珠
巣箱

個
餌木植栽

本
五

戸
巣箱

個
七

和
巣箱

個
改
善
事
業

30
､

15
20

30
30
､

25
30

30

飯
詰

巣箱
個

薬
研

巣箱
個

上北町
巣箱

個
餌木植栽

本
田茂木

巣箱
個

十美岡
巣箱

個
餌木植栽

本
不習岳

巣箱
個､餌木植栽

本
30

30
20
､

25
30

30
､

25
30

25

金
屋

巣箱
個

巣箱
個

大
利

巣箱
個

長慶平
巣箱

個
20

30
20

20
十二湖

左
組

給餌台
個

薬
研

給餌台
個

上北町
給餌台

個
梵

珠
給餌台

個
十美岡

給餌台
個

不習岳
給餌台

個
給
餌
、
給
水
施
設
の
整
備

3
3

3
3

3
3

今別八幡宮
観察路

観
察
台
、
観
察
路
等
の
整
備

③
調
査
、
巡
視
等
の
計
画

（
第
10表

）

平
成
１
９
年
度

区
分

平
成
１
４
年
度
平
成
１
５
年
度
平
成
１
６
年
度
平
成
１
７
年
度
平
成
１
８
年
度

２
管

理
箇
所
数

２
２

２
２

２

員
等

人
数

延
べ
１
２
人

延
べ
１
２
人

延
べ
１
２
人

延
べ
１
２
人

延
べ
１
２
人

延
べ
１
２
人

平
滝
沼
、
岩
木
川
鳥
獣
保
護
区

市
浦
、
西
赤
石
山
鳥
獣
保
護
区
蟹
田
、
平
川
・
浅
瀬
石
川
鳥
獣
大
湊
、
田
茂
木
鳥
獣
保
護
区

岩
木
川
河
口
､田
光
沼
鳥
獣
保

大
湊
、
田
茂
木
鳥
獣
保
護
区

管
理
の
た
め
の

渡
来
数
及
び
生
息
環
境
調
査

渡
来
数
及
び
生
息
環
境
調
査

保
護
区

渡
来
数
及
び
生
息
環
境
調
査

護
区

渡
来
数
及
び
生
息
環
境
調
査

調
査
の
実
施

生
息
環
境
調
査

渡
来
数
及
び
生
息
環
境
調
査
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第
３

鳥
獣
の
人
工
増
殖
及
び
放
鳥
獣
に
関
す
る
事
項

１
鳥
獣
の
人
工
増
殖

（
１
）

方
針

主
要
な
狩
猟
鳥
獣
で
減
少
が
進
ん
で
い
る
キ
ジ
及
び
ヤ
マ
ド
リ
の
増
殖
を
図
る
た
め
、
養
殖
業
者
に
対
し
、
人
工
養
殖
技
術
の
巡
回
指
導
及
び
講
習
会
の
開
催
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
キ
ジ
に
つ
い
て
は
、
放
鳥
計
画
に
対
応
す
る
生
産
量
が
確
保
で
き
る
よ
う
計
画
的
な
生
産
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
２
）

人
工
増
殖
計
面

（
第
11表

）

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
鳥
獣
等

狩
猟

鳥
獣

年
度

備
考

鳥
獣

名
実

施
方

法
鳥

獣
名

指
導

方
法

平
成
１
４
年
度

キ
ジ

１
指
導
の
相
手
方

※
狩
猟
団
体
に
よ
る
放
鳥

計
画

①
養
殖
業
者
等

２
指
導
方
法

ヤ
マ
ド
リ

①
巡
回
指
導

３
指
導
内
容

平
成
１
９
年
度

①
亜
種
間
交
雑
防
止
等
に
関
す
る
助
言

②
放
鳥
方
法
等
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２
放

鳥
獣

（
１
）

方
針

こ
れ
ま
で
キ
ジ
及
び
ヤ
マ
ド
リ
の
増
加
を
図
る
た
め
、
放
鳥
計
画
に
基
づ
き
キ
ジ
及
び
ヤ
マ
ド
リ
の
放
鳥
を
行
っ
て
き
た
が
、
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
の
増
加
を
図
る
た
め
、
放
鳥
を
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。
ま
た
、
放
鳥
す
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
場
所
が
キ
ジ
及
び
ヤ
マ
ド
リ
の
生
息
場
所
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
場
所
の
自
然
環
境
等
を
勘
案
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）

放
鳥
計
画
及
び
種
鳥
の
入
手
計
画

（
第
12表

）

平
成
１
４
年
度

平
成
１
５
年
度

平
成
１
６
年
度

平
成
１
７
年
度

平
成
１
８
年
度

計
平
成
１
９
年
度

種
類
名

放
鳥
の
地
域

箇
所

羽
箇
所

羽
箇
所

羽
箇
所

羽
箇
所

羽
箇
所

羽
箇
所

羽

鳥
獣
保
護
区

(
)
5

100
(
)
5

100
(
)
5

100
(
)
5

100
(
)
5

100
(
)
5

100
(
)30

600
日令

成鳥
箇所

日令
成鳥

箇所
日令

成鳥
箇所

日令
成鳥

箇所
日令

成鳥
箇所

日令
成鳥

箇所
日令

成鳥
箇所

120
10

400
120

10
400

120
10

400
120

10
400

120
10

400
120

10
400

120
60

2,400
日

箇所
日

箇所
日

箇所
日

箇所
日

箇所
日

箇所
日

箇所
キ

ジ
休
猟
区

(
)
5

100
(
)
5

100
(
)
5

100
(
)
5

100
(
)
5

100
(
)
5

100
(
)30

600
日令

成鳥
箇所

日令
成鳥

箇所
日令

成鳥
箇所

日令
成鳥

箇所
日令

成鳥
箇所

日令
成鳥

箇所
日令

成鳥
箇所

120
10

450
120

10
450

120
10

450
120

10
450

120
10

450
120

10
450

120
60

2,700
日

箇所
日

箇
日

箇所
日

箇所
日

箇所
日

箇所
日

箇所
猟

区
そ
の
他

計
計

30
1,050

計
30

1,050
計

30
1,050

計
30

1,050
計

30
1,050

計
30

1,050
180

6,300
箇所

箇所
箇所

箇所
箇所

箇所
箇所

計

鳥
獣
保
護
区

ヤ
マ
ド
リ

休
猟

区
120

4
90

120
4

90
120

4
90

120
4

90
120

4
90

120
4

90
120

24
540

日令
日

箇所
日令

日
箇所

日令
日

箇所
日令

日
箇所

日令
日

箇所
日令

日
箇所

日令
日

箇所
猟

区
そ

の
他

計
計

4
90

計
4

90
計

4
90

計
4

90
計

4
90

計
4

90
計

24
540

箇所
箇所

箇所
箇所

箇所
箇所

箇所（
第
13表

）

平
成
１
４
年
度

平
成
１
５
年
度

平
成
１
６
年
度

平
成
１
７
年
度

平
成
１
８
年
度

平
成
１
９
年
度

種
類
名

備
考

その他
その他

その他
その他

その他
その他

委
託
生
産

委
託
生
産

委
託
生
産

委
託
生
産

委
託
生
産

委
託
生
産

購
入

購
入

購
入

購
入

購
入

購
入

羽
羽

羽
羽

羽
羽

羽
羽

羽
羽

羽
羽

羽
羽

羽
羽

羽
羽

キ
ジ

1,050
1,050

1,050
1,050

1,050
1,050

90
90

90
90

90
90

ヤ
マ
ド
リ
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16

第
４

有
害
鳥
獣
捕
獲
に
関
す
る
事
項

１
被
害
防
除
に
関
す
る
基
本
方
針

鳥
獣
に
よ
る
農
林
作
物
等
へ
の
被
害
は
県
内
一
円
に
発
生
し
て
い
る
が
、
特
に
中
山
間
地
域
で
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
及
び
カ
モ
類
に
よ
る
被
害
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
、
都
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域
で
は
カ
ラ
ス
類
に
よ

る
被
害
が
増
え
、
生
活
環
境
へ
の
影
響
や
生
態
系
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
鳥
獣
に
よ
る
被
害
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
地
区
ご
と
の
被
害
状
況
、
農
林
作
物
の
作
付
状
況
、
鳥
獣
の

生
息
状
況
の
推
移
を
勘
案
し
て
、
加
害
鳥
獣
、
農
林
水
産
物
、
生
活
環
境
、
生
態
系
へ
の
被
害
・
影
響
の
種
類
、
発
生
地
域
及
び
発
生
時
期
の
予
察
を
行
い
、
効
果
的
な
防
除
方
法
を
検
討
し
、
市
町
村
、
農
林
業
者

団
体
、
狩
猟
者
団
体
及
び
学
識
経
験
者
等
の
関
係
機
関
と
の
連
携
の
下
、
被
害
防
除
施
設
等
の
整
備
が
総
合
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
被
害
防
除
対
策
に
よ
っ
て
も
被
害
等
が
防
止
で
き

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
被
害
の
実
態
を
的
確
に
把
握
し
て
、
適
期
に
、
迅
速
、
か
つ
、
適
正
に
実
施
す
る
よ
う
指
導
、
助
言
す
る
も
の
と
す
る
。

２
鳥
獣
に
よ
る
被
害
発
生
予
察
表
の
作
成

（
１
）

予
察

表
（
第
14表

）

被
害

発
生

時
期

加
害
鳥
獣
名

被
害
発
生
地
域

備
考

被
害
農
林
水
産
物
等

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10月
11月

12月
1月

2月
3月

カ
ラ

ス
類

稲
、
果
樹
、
野
菜
、
飼
料
作
物
、
豆

生
活
環
境

青
森
市
、
蓬
田
村
、
弘
前
市
、
黒
石
市
、
旧
岩
木
町
、
旧
相
馬
村
、
西

目
屋
村
、
旧
尾
上
村
、
旧
平
賀
町
、
旧
常
盤
村
、
田
舎
館
村
、
旧
碇
ケ

類
、
雑
穀

関
村
、
八
戸
市
、
三
戸
町
、
五
戸
町
、
田
子
町
、
旧
名
川
町
、
南
部

町
、
旧
福
地
村
、
旧
南
郷
村
、
旧
倉
石
村
、
五
所
川
原
市
、
板
柳
町
、

旧
金
木
町
、
鶴
田
町
、
旧
市
浦
村
、
十
和
田
市
、
三
沢
市
、
野
辺
地

町
、
七
戸
町
、
旧
百
石
町
、
六
戸
町
、
旧
上
北
町
、
東
北
町
、
旧
天
間

林
村
、
六
ケ
所
村
、
む
つ
市
、
旧
川
内
町
、
旧
木
造
町
、
深
浦
町
、
旧

森
田
村
、
旧
柏
村
、
旧
稲
垣
村
、
旧
車
力
村

青
森
市
、
蓬
田
村
、
弘
前
市
、
黒
石
市
、
旧
岩
木
町
、
西
目
屋
村
、
藤

カ
モ

類
稲
、
雑
穀
、
畑
作
物

崎
町
、
旧
尾
上
村
、
旧
平
賀
町
、
旧
常
盤
村
、
田
舎
館
村
、
旧
碇
ケ
関

村
、
八
戸
市
、
南
部
町
、
旧
福
地
村
、
旧
南
郷
村
、
旧
倉
石
村
、
五
所

川
原
市
、
板
柳
町
、
旧
金
木
町
、
旧
中
里
町
、
旧
市
浦
村
、
十
和
田

市
、
三
沢
市
、
七
戸
町
、
旧
百
石
町
、
六
戸
町
、
旧
上
北
町
、
東
北

町
、
旧
天
間
林
村
、
六
ケ
所
村
、
む
つ
市
、
旧
川
内
町
、
東
通
村
、

旧
木
造
町
、
深
浦
町
、
旧
森
田
村
、
旧
柏
村
、
旧
稲
垣
村
、
旧
車
力
村

旧
岩
木
町
、
旧
相
馬
村
、
西
目
屋
村
、
大
鰐
町
、
旧
名
川
町
、
南
部

ム
ク

ド
リ

果
樹
、
野
菜

町
、
旧
倉
石
村
、
旧
中
里
町
、
旧
稲
垣
村

青
森
市
、
蓬
田
村
、
田
舎
館
村
、
八
戸
市
、
十
和
田
市
、
三
沢
市
、
七

ス
ズ

メ
稲
、
雑
穀
、
果
樹

戸
町
、
旧
天
間
林
村
、
む
つ
市
、
旧
川
内
町
、
深
浦
町
、
旧
稲
垣
村

蓬
田
村
、
弘
前
市
、
八
戸
市
、
五
所
川
原
市
、
旧
金
木
町
、
旧
市
浦

ハ
ト

類
稲
、
豆
類
、
飼
料
作
物
、
野
菜

村
、
三
沢
市
、
七
戸
町
、
旧
百
石
町
、
旧
上
北
町
、
東
北
町
、
旧
天
間

林
村
、
旧
川
内
町
、
旧
稲
垣
村

ト
ビ

航
空
機

航
空
機
航

青
森
市
、
八
戸
市

行
傷
害

今
別
町
、
旧
平
舘
村
、
弘
前
市
、
旧
岩
木
町
、
旧
相
馬
村
、
西
目
屋

ニ
ホ
ン
ザ
ル

稲
、
い
も
類
、
果
樹
、
野
菜
、
豆

村
、
大
鰐
町
、
旧
碇
ケ
関
村
、
む
つ
市
、
旧
川
内
町
、
旧
大
畑
町
、
大

類
、
雑
穀
等

間
町
、
風
間
浦
村
、
佐
井
村
、
旧
脇
野
沢
村
、
鰺
ケ
沢
町
、
深
浦
町
、

旧
岩
崎
村

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

飼
料
作
物
、
果
樹
、
野
菜
、
稲
、
雑

人
畜

弘
前
市
、
旧
岩
木
町
、
旧
相
馬
村
、
西
目
屋
村
、
大
鰐
町
、
旧
平
賀

町
、
旧
碇
ケ
関
村
、
三
戸
町
、
五
戸
町
、
田
子
町
、
旧
倉
石
村
、
野
辺

穀
、
い
も
類
、
造
林
木

地
町
、
七
戸
町
、
横
浜
町
、
旧
上
北
町
、
東
北
町
、
六
ケ
所
村
、
む
つ

市
、
旧
川
内
町
、
旧
大
畑
町
、
大
間
町
、
東
通
村
、
風
間
浦
村
、
佐
井

村
、
旧
脇
野
沢
村
、
鰺
ケ
沢
町
、
深
浦
町
、
旧
岩
崎
村

む
つ
市
、
旧
川
内
町
、
旧
大
畑
町
、
大
間
町
、
風
間
浦
村
、
佐
井
村
、

ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ

豆
類
、
野
菜
、
い
も
類
、
雑
穀
、

旧
脇
野
沢
村
、
旧
岩
崎
村

稲
、
造
林
木

青
森
市
、
弘
前
市
、
黒
石
市
、
旧
岩
木
町
、
旧
相
馬
村
、
西
目
屋
村
、

ノ
ウ

サ
ギ

果
樹
、

造
林
木
等

野
菜
、

藤
崎
町
、
旧
金
木
町
、
七
戸
町
、
横
浜
町
、
む
つ
市
、
旧
木
造
町
、
旧

森
田
村
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被
害
発
生
予
察
地
図鳥
獣
名

カ
カ

ム
ス

ハ
ト
ニ

ツ
ニ

ノ
鳥
獣
名

カ
カ

ム
ス

ハ
ト
ニ

ツ
ニ

ノ
ラ

モ
ク

ズ
ト

ビ
ホ

キ
ホ

ウ
ラ

モ
ク

ズ
ト

ビ
ホ

キ
ホ

ウ
ス

類
ド

メ
類

ン
ノ

ン
サ

ス
類

ド
メ

類
ン

ノ
ン

サ
類

リ
ザ

ワ
カ

ギ
類

リ
ザ

ワ
カ

ギ
市
町
村
名

ル
グ

モ
ル

グ
モ

マ
シ

市
町
村
名

マ
シ

カ
カ

青
森
市

○
○

○
○

○
五
所
川
原
市

○
○

○
平
内
町

板
柳
町

○
○

旧
蟹
田
町

旧
金
木
町

○
○

○
○

今
別
町

○
旧
中
里
町

○
○

蓬
田
村

○
○

○
○

鶴
田
町

○
旧
平
舘
村

○
旧
市
浦
村

○
○

○
旧
三
廐
村

旧
小
泊
村

弘
前
市

○
○

○
○

○
○

十
和
田
市

○
○

○
黒
石
市

○
○

○
三
沢
市

○
○

○
○

旧
岩
木
町

○
○

○
○

○
○

野
辺
地
町

○
○

旧
相
馬
村

○
○

○
○

○
七
戸
町

○
○

○
○

○
西
目
屋
村

○
○

○
○

○
○

旧
百
石
町

○
○

○
藤
崎
町

○
○

旧
十
和
田
湖
町

大
鰐
町

○
○

○
六
戸
町

○
○

旧
尾
上
町

○
○

横
浜
町

○
○

旧
浪
岡
町

旧
上
北
町

○
○

○
○

旧
平
賀
町

○
○

○
東
北
町

○
○

○
○

旧
常
盤
村

○
○

旧
下
田
町

○
○

田
舎
館
村

○
○

○
旧
天
間
林
村

○
○

○
○

旧
碇
ケ
関
村

○
○

○
○

六
ケ
所
村

○
○

○
八
戸
市

○
○

○
○

○
む
つ
市

○
○

○
○

○
○

○
三
戸
町

○
○

旧
川
内
町

○
○

○
○

○
○

○
五
戸
町

○
○

旧
大
畑
町

○
○

○
田
子
町

○
○

大
間
町

○
○

○
旧
名
川
町

○
○

東
通
村

○
○

南
部
町

○
○

○
風
間
浦
村

○
○

○
階
上
町

佐
井
村

○
○

○
旧
福
地
村

○
旧
脇
野
沢
村

○
○

○
旧
南
郷
村

○
鰺
ケ
沢
町

○
○

旧
倉
石
村

○
○

○
旧
木
造
町

○
○

新
郷
村

深
浦
町

○
○

○
○

○
旧
森
田
村

○
○

○
旧
岩
崎
村

○
○

○
旧
柏
村

○
○

旧
稲
垣
村

○
○

○
○

○
旧
車
力
村

○
○

※
○
の
付
い
て
い
る
市
町
村
は
、
県
農
林
水
産
部
農
林
水
産
政
策
課
及
び
林
政
課
等
の
調
査
に
基
づ
き
平
成
８
年
度
か
ら
平
成
１
２
年
度
ま
で
に
お
い
て

鳥
獣
に
よ
る
農
林
作
物
等
の
被
害
の
発
生
が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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（
３
）

予
察
表
に
係
る
方
針
等

予
察
捕
獲
は
、
常
時
捕
獲
を
行
い
生
息
数
を
低
下
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
ほ
ど
強
い
害
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
み
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

予
察
捕
獲
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
鳥
獣
の
種
類
別
、
四
半
期
別
及
び
地
域
別
に
よ
る
予
察
表
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
予
察
表
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
過
去
５
年
間
の
鳥
獣

に
よ
る
被
害
等
の
発
生
状
況
及
び
鳥
獣
の
生
息
状
況
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
学
識
経
験
者
等
科
学
的
見
地
か
ら
適
切
な
助
言
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
者
の
意
見
を
聴

取
し
つ
つ
、
調
査
及
び
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
予
察
表
に
係
る
被
害
等
の
発
生
状
況
に
つ
い
て
は
、
毎
年
点
検
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
に
応
じ
て
予
察
捕
獲
の
実
施
を
調
整
す
る
な
ど
適
切
に
対
処
す
る
も
の
と
す
る
。

３
鳥
獣
の
適
正
管
理
の
実
施

（
１
）

方
針

農
林
作
物
等
へ
の
被
害
、
生
活
環
境
若
し
く
は
生
態
系
へ
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
鳥
獣
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
業
等
と
鳥
獣
保
護
と
の
両
立
を
図
る
た
め
、
総
合

的
及
び
効
果
的
な
防
除
方
法
、
狩
猟
を
含
む
個
体
数
管
理
等
鳥
獣
の
適
正
な
管
理
方
法
を
検
討
し
、
所
要
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）

防
除
方
法
の
検
討
、
個
体
数
管
理
の
実
施
等
の
計
画

（
第
15表

）

対
象
鳥
獣
名

年
度

防
除

方
法

の
検

討
､
個

体
数

管
理

の
実

施
等

備
考

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

鳥
獣
の
生
息
状
況
調
査
、
被
害
の
実
態
調
査
及
び
有
害
鳥
獣
捕
獲
の
実
績
等
を
も
と
に
、
鳥
獣
の
適

ニ
ホ
ン
ザ
ル

１
４
～
１
９

正
な
管
理
方
法
を
検
討
し
、
管
理
計
画
の
策
定
を
行
い
、
研
究
者
、
市
町
村
及
び
狩
猟
者
団
体
等
の
協

ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ

力
を
受
け
て
、
管
理
実
施
体
制
の
整
備
、
実
施
に
際
し
て
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
の
整
備
等
を
図
る
。

４
有
害
鳥
獣
捕
獲
に
つ
い
て
の
許
可
基
準
の
設
定

（
１
）

方
針

被
害
の
実
態
に
即
応
し
た
適
正
な
実
施
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
生
息
数
の
少
な
い
種
の
鳥
獣
、

①
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
は
、
被
害
等
の
状
況
及
び
防
除
対
策
の
実
施
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、

鳥
獣
保
護
区
な
ど
生
態
系
の
保
護
を
図
る
こ
と
が
必
要
な
地
域
の
捕
獲
許
可
に
つ
い
て
は
、
特
に
慎
重
に
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

②
有
害
鳥
獣
捕
獲
を
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
に
、
昭
和
５
６
年
か
ら
そ
の
捕
獲
許
可
に
係
る
知
事
の
権
限
の
一
部
を
市
町
村
長
に
委
譲
し
て
お
り
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
（
平
成
１
４
年
法
律
第
８
８
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
１
４
年
環
境
省
令
第
２
８
号
。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
、
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
た
め
の
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
に
従
っ
て
適
切
に
事
務
が
遂
行
さ
れ
る
と
と
も
に
、
青
森
県
知
事
に
対
す
る
許
可
事
務
の
執
行
状
況

報
告
が
行
わ
れ
る
よ
う
市
町
村
長
に
対
し
て
助
言
す
る
も
の
と
す
る
。

③
捕
獲
に
伴
う
錯
誤
捕
獲
や
事
故
の
発
生
防
止
に
つ
い
て
は
、
万
全
の
対
策
を
講
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
捕
獲
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に
関
係
地
域
住
民
等
へ
の
周
知
を
図

ら
せ
る
と
と
も
に
、
鳥
獣
捕
獲
許
可
証
又
は
従
事
者
証
の
携
帯
及
び
捕
獲
許
可
権
者
が
貸
与
す
る
腕
章
を
装
着
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
捕
獲
の
実
施
に
立
ち
会
う
等
に
よ
り
、
捕
獲
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
対
処
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
許
可
を
受
け
た
者
が
使
用
す
る
捕
獲
用
具
（
銃
器
を
除
く
。
）
に
は
、
用
具
ご
と
に
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
許
可
年
月
日
、
許
可
番
号
、
捕
獲
目
的
及
び
許
可
有
効
期
間

を
記
載
し
た
標
識
の
装
着
等
を
行
う
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。

④
捕
獲
物
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
は
、
申
請
の
際
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
捕
獲
物
は
、
鉛
中
毒
事
故
等
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
山
野

に
放
置
す
る
こ
と
な
く
、
捕
獲
の
目
的
に
照
ら
し
て
適
正
に
処
理
し
、
野
生
鳥
獣
の
保
護
管
理
に
関
す
る
学
術
研
究
、
環
境
教
育
等
に
利
用
で
き
る
場
合
に
は
努
め
て
こ
れ
を
利
用
す
る
よ

う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
捕
獲
し
た
個
体
（
狩
猟
鳥
獣
を
除
く
。
）
を
生
き
た
ま
ま
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
飼
養
許
可
の
手
続
を
す
る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
捕
獲
物
は
、
違
法
な
捕
獲
物
と
誤
認
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
特
に
、
ク
マ
類
に
つ
い
て
は
、
違
法
に
輸
入
さ
れ
又
は
国
内
で
密
猟
さ
れ
た
個
体
の
流
通
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、

目
印
標
（
製
品
タ
ッ
グ
）
の
装
着
に
よ
り
、
国
内
で
適
法
捕
獲
さ
れ
た
個
体
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
捕
獲
個
体
を
致
死
さ
せ
る
場
合
は
、
で
き
る
限
り
苦
痛
を
与
え
な
い
方
法
に
よ
る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。

⑤
捕
獲
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
鳥
獣
捕
獲
許
可
証
を
返
納
さ
せ
る
際
に
は
、
捕
獲
数
、
処
置
の
概
要
等
に
つ
い
て
の
報
告
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
鳥
獣
の
保
護
管
理
の
適
正
な
推
進
を
図
る
上
で
必
要
な
資
料
を
得
る
た
め
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
捕
獲
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
捕
獲
地
点
、
日
時
、
種
名
、
性
別
、
捕

獲
物
の
処
理
等
に
つ
い
て
の
更
に
詳
細
な
報
告
を
、
必
要
に
応
じ
写
真
又
は
サ
ン
プ
ル
を
添
付
さ
せ
る
等
し
て
求
め
る
も
の
と
す
る
。
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⑥
移
入
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
又
は
生
態
系
に
係
る
被
害
等
の
防
止
を
図
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
移
入
鳥
獣
を
根
絶
又
は
抑
制
す
る
た
め
、
積
極
的
な
有
害
鳥
獣
捕
獲
を
図
る
も
の

と
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
許
可
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

ア
捕
獲
後
の
処
置
に
照
ら
し
明
ら
か
に
捕
獲
の
目
的
が
有
害
鳥
獣
捕
獲
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
。

イ
捕
獲
等
又
は
採
取
等
に
よ
っ
て
特
定
の
鳥
獣
の
地
域
個
体
群
に
絶
滅
の
お
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
た
り
、
絶
滅
の
お
そ
れ
を
著
し
く
増
加
さ
せ
る
な
ど
鳥
獣
の
保
護
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
の
あ
る
よ
う
な
場
合
。
た
だ
し
人
為
的
に
移
入
さ
れ
た
鳥
獣
に
よ
り
生
態
系
に
係
る
被
害
が
生
じ
て
い
る
地
域
又
は
新
た
に
生
息
が
認
め
ら
れ
今
後
被
害
が
予
想
さ
れ
る
地
域

に
お
け
る
当
該
鳥
獣
に
よ
る
当
該
地
域
の
生
態
系
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
目
的
で
捕
獲
等
又
は
採
取
等
を
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

ウ
鳥
獣
の
生
産
基
盤
で
あ
る
動
植
物
相
を
含
む
生
態
系
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
な
ど
、
捕
獲
等
又
は
採
取
等
に
よ
っ
て
生
態
系
の
保
護
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
よ
う
な

場
合
。

エ
捕
獲
等
又
は
採
取
等
に
際
し
、
住
民
の
安
全
の
確
保
又
は
社
寺
境
内
、
墓
地
に
お
け
る
捕
獲
等
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
ら
の
場
所
の
目
的
や
意
義
の
保
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
よ
う
な
場
合
。

オ
銃
猟
禁
止
区
域
内
で
銃
猟
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
銃
猟
に
よ
ら
な
く
て
も
捕
獲
等
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
場
合
、
又
は
、
銃
猟
禁
止
区
域
内
に
お
け
る
銃
猟
に
伴
う
危
険
の
予
防
若

し
く
は
法
第
９
条
第
３
項
第
４
号
に
規
定
す
る
指
定
区
域
の
静
穏
の
保
持
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
場
合
。

（
２
）

許
可
基
準

ア
許
可
対
象
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

許
可
対
象
者

(ア
)

国
及
び
地
方
公
共
団
体

(イ
)

農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
農
業
共
済
組
合
、
農
業
共
済
組
合
連
合
会
、
森
林
組
合
、
森
林
組
合
連
合
会
、
生
産
森
林
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合

連
合
会

(ウ
)

被
害
等
を
受
け
た
者

(エ
)

被
害
等
を
受
け
た
者
か
ら
依
頼
さ
れ
た
者

イ
捕
獲
従
事
者

捕
獲
従
事
者
は
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

た
だ
し
、
銃
器
の
使
用
以
外
の
方
法
に
よ
り
カ
ラ
ス
類
を
捕
獲
す

(ア
)

原
則
と
し
て
被
害
市
町
村
に
住
所
を
有
し
、
所
属
す
る
狩
猟
者
団
体
の
長
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

る
者
で
あ
っ
て
、
カ
ラ
ス
類
の
捕
獲
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
つ
い
て
県
又
は
市
町
村
の
指
導
を
受
け
、
カ
ラ
ス
類
の
捕
獲
を
適
切
に
実
施
で
き
る
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(イ
)

銃
器
を
使
用
し
て
捕
獲
す
る
場
合
は
、
通
算
３
回
以
上
の
狩
猟
者
登
録
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
有
害
鳥
獣
捕
獲
に
携
わ
る
１
年
以
内
に
所
属
狩
猟
者
団
体
が
実
施

し
た
射
撃
訓
練
に
参
加
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
空
気
銃
を
使
用
し
た
捕
獲
等
は
対
象
を
負
傷
さ
せ
た
ま
ま
取
り
逃
が
す
危
険
性
が
あ
る
た
め
、
中
・
小
型
鳥
類
に
限
っ

て
そ
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
。
網
・
わ
な
猟
の
猟
具
を
使
用
し
て
捕
獲
す
る
場
合
（
カ
ラ
ス
類
を
捕
獲
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
申
請
前
１
年
以
内
に
網
・
わ
な
猟
の
狩
猟
者
登

録
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

ウ
鳥
獣
の
種
類
・
数

（
ア
）

捕
獲
対
象
鳥
獣
の
種
類
は
、
現
に
被
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
種
で
あ
る
こ
と
。

（
イ
）

鳥
類
の
卵
の
採
取
は
、
次
の
場
合
に
許
可
す
る
。

・
現
に
被
害
を
発
生
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
捕
獲
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
捕
獲
の
目
的
が
達
成
で
き
な
い
場
合

・
建
築
物
等
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
巣
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

（
ウ
）

捕
獲
数
は
、
被
害
の
防
止
等
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
最
小
限
の
員
数
（
羽
、
頭
、
個
）
と
す
る
。

エ
捕
獲
期
間

（
ア
）

捕
獲
期
間
は
最
も
効
果
的
な
捕
獲
が
で
き
る
期
間
を
選
び
３
日
以
内
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
飛
行
場
の
区
域
内
に
お
い
て
航
空
機
の
安
全
な
航
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら

れ
る
鳥
獣
を
捕
獲
す
る
場
合
等
特
別
な
事
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
イ
）

捕
獲
対
象
以
外
の
鳥
類
の
繁
殖
期
は
避
け
る
こ
と
。

（
ウ
）

狩
猟
期
間
中
及
び
そ
の
前
後
１
５
日
間
内
の
捕
獲
は
避
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
人
畜
に
対
す
る
危
害
防
止
等
必
要
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

オ
捕
獲
実
施
区
域

捕
獲
を
実
施
す
る
区
域
は
必
要
最
小
限
で
あ
る
こ
と
。

カ
捕
獲
方
法

（
ア
）
捕
獲
の
方
法
は
、
原
則
と
し
て
法
第
３
６
条
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
捕
獲
手
段
を
除
き
、
従
来
の
捕
獲
実
績
を
考
慮
し
た
最
も
効
果
の
あ
る
、
か
つ
、
安
全
性
の
高
い
方
法
と
す
る

こ
と
。

(イ
）
網
・
わ
な
等
を
使
用
し
て
カ
ラ
ス
類
を
捕
獲
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
カ
ラ
ス
類
以
外
の
鳥
獣
等
を
捕
獲
す
る
お
そ
れ
が
少
な
く
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
鳥
獣
等
が
殺
傷
又
は
損
傷

す
る
お
そ
れ
が
な
い
方
法
と
す
る
こ
と
。
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(ウ
）
水
辺
地
の
う
ち
水
鳥
の
鉛
中
毒
を
防
止
す
る
た
め
に
選
定
さ
れ
た
地
区
に
あ
っ
て
は
、
鉛
散
弾
は
使
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

キ
鳥
獣
の
種
類
別
許
可
基
準
等

（
第
16表

）
許

可
基

準
許
可

鳥
獣

名
１
人

被
害
農
林
水
産
物
等

備
考

当り駆除
権
者

方
法

区
域

時
期

日
数

羽
(頭
)数

許
可
対
象
者

留
意
事
項

月
月

日以内
その都度定める

腕章貸与
標識設置

生活環境
カ
ラ
ス
類

銃
器
･わ
な

県
内
一
円

4
～
3

3
､

（
２
）
の
ア
に
該
当
す
る
者

稲、果樹、野菜、飼料作物、豆類、雑穀
稲、雑穀、畑作物

市
カ

モ
類

銃
器

〃
5
～月

10月
腕章貸与

〃
〃

〃
果樹、野菜

町
ム
ク
ド
リ

銃
器

〃
6
～
10

〃
月

月
〃

〃
〃

稲、雑穀、果樹
村

ス
ズ

メ
銃

器
〃

5
～
10

〃
月

月
〃

〃
〃

稲、豆類、飼料作物、野菜
長

ハ
ト

類
銃

器
〃

5
～
10

〃
月

月
〃

〃
〃

月
月

腕章貸与
標識設置

人畜
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

銃
器
･わ
な

〃
4
～
11

､
〃

〃
〃

飼料作物、果樹、野菜、稲、造林木等
果樹、野菜、造林木等

ノ
ウ
サ
ギ

銃
器
･わ
な

4
～
3

〃
〃

〃
〃

月
月

その都度定める
腕章貸与

標識設置
知
事

市
町
村
長
の
権

県
内
一
円

最も効果のある、かつ安全性の高い
必要と認める時期

必要最小限の
（
２
）
の
ア
に
該
当
す
る
者

､
方法

日数
限
を
除
く
種

５
有
害
鳥
獣
捕
獲
の
適
正
化
の
た
め
の
体
制
の
整
備
等

（
１
）

方
針

農
林
水
産
物
等
に
被
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
迅
速
、
か
つ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
も
、
県
は
関
係
部
局
と
鳥
獣
被
害
対
策
連
絡
協
議
会
を
設
置
す
る
と

と
も
に
、
市
町
村
に
対
し
て
捕
獲
隊
の
編
成
、
関
係
者
間
の
連
携
及
び
迅
速
な
情
報
連
絡
を
図
る
た
め
の
連
絡
協
議
会
の
設
置
並
び
に
被
害
防
止
体
制
の
充
実
に
努
め
る
よ
う
指
導
す
る
も
の

と
す
る
。

（
２
）

捕
獲
隊
編
成
指
導
の
対
象
鳥
獣
名
及
び
対
象
地
域

（
第
17表

）
対
象
鳥
獣
名

対
象

地
域

備
考

カ
モ

類
カ
ラ
ス
類

ム
ク
ド
リ

ス
ズ

メ
被

害
発

生
市

町
村

ハ
ト

類
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

ノ
ウ
サ
ギ

（
３
）

指
導
事
項
の
概
要

ア
有
害
鳥
獣
捕
獲
は
班
を
編
成
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
編
成
員
は
、
所
属
す
る
狩
猟
者
団
体
の
長
が
推
薦
す
る
捕
獲
技
術
の
優
れ
た
者
、
捕
獲
の
た
め
に
出
動
の
可
能
な
者
で
、
捕
獲

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
の
人
数
と
し
て
概
ね
２
０
名
以
内
で
あ
る
こ
と
。

イ
班
に
は
班
を
代
表
し
、
編
成
員
を
統
括
す
る
代
表
者
（
班
長
、
副
班
長
）
を
置
く
こ
と
。

ウ
班
は
狩
猟
者
団
体
の
支
部
又
は
市
町
村
単
位
に
編
成
す
る
が
、
被
害
の
激
甚
な
区
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
区
域
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
班
を
編
成
し
、
緊
急
捕
獲
時
の
指
揮
命
令
系
統
等
を

定
め
て
置
く
こ
と
。

第
５

銃
猟
禁
止
区
域
及
び
猟
区
に
関
す
る
事
項

１
銃
猟
禁
止
区
域
の
指
定

（
１
）

方
針

現
在
指
定
さ
れ
て
い
る
区
域
は
、
主
に
市
街
地
に
近
い
、
鳥
獣
の
生
息
し
て
い
る
地
域
で
、
銃
猟
に
よ
る
危
険
等
の
未
然
防
止
の
た
め
、
市
町
村
か
ら
要
望
の
あ
っ
た
地
域
に
指
定
し
て
い

る
。
第
９
次
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
の
計
画
期
間
中
に
お
い
て
も
、
危
険
防
止
の
観
点
か
ら
、
市
街
地
そ
の
他
住
宅
が
集
合
し
て
い
る
地
域
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
て
指
定
し
て
い
く
も
の
と
す

る
。
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（
２
）

銃
猟
禁
止
区
域
指
定
計
画

（
第
18表

）

既
設
銃
猟

本
計
画
期
間
に
指
定
す
る
銃
猟
禁
止
区
域

本
計
画
期
間
に
区
域
拡
大
す
る
銃
猟
禁
止
区
域

禁
止
区
域

(A)
14年

度
15年

度
16年

度
17年

度
18年

度
計
(B)

14年
度

15年
度

l6年
度

17年
度

18年
度
19年

度
計
(C)

19年
度

箇
所

52
箇

所
7

3
1

2
20

2
2

7

面
積

21,169ha
変
動
面
積

1,647ha
ha

862ha
240ha

985ha
4,469ha

1,663ha
ha

ha
ha

ha
1,663ha

735ha

本
計
画
期
間
に
廃
止
又
は
期
間
満
了
に
よ
り
消
滅
す
る
統
猟
禁
止
区
域

計
画
終
了
時
の

本
計
画
期
間
に
区
域
減
少
す
る
銃
猟
禁
止
区
域

計
画
期
間
中

銃
猟
禁
止
区
域

の
増
減

＊
＊

14年
度

15年
度

16年
度

17年
度

18年
度

計
(D)

14年
度

15年
度

16年
度

17年
度

18年
度

計
(E)

(減
：
△
)＊

19年
度

19年
度5

1
53

6
－

4
2

2
19

ha
ha

ha
ha

ha
ha

ha
1,615ha

ha
1,762ha

540ha
985ha

ha
5,436ha

696ha
21,865ha

534

＊
箇
所
数
(B)

(E)
面
積
(B)+(C)

(D)-(E)
＊
＊

箇
所
数
(A)+(B)-(E)

面
積
(A)+(B)+(C)

(D)-(E)
―

―
―

（
３
）

銃
猟
禁
止
区
域
指
定
内
訳

（
第
19表

）

年
度

銃
猟
禁
止
区
域
指
定
所
在
地

銃
猟
禁
止
区
域
名
称

指
定
面
積

指
定

期
間

備
考

平
成
14年

度
黒
石
市

浅
瀬
石
川

17
平
成
14年

11月
1日
か
ら
平
成
24年

10月
31日

ま
で

再
指
定

八
戸
市

八
戸
港

725
〃

区
域
拡
大
に
よ
る
再
指
定

八
戸
市

松
館

598
〃

〃

三
戸
町

三
戸

147
〃

新
設

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
沢
内

15
〃

再
指
定

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

百
石

125
〃

〃

三
沢
市

三
沢

1,096
〃

三
沢
第
二
銃
猟
禁
止
区
域
の
存
続
期

間
の
満
了
に
伴
う
区
域
拡
大

上
北
郡
六
戸
町

六
戸

567
〃

区
域
拡
大

む
つ
市

高
橋
川

20
〃

新
設

計
９
箇
所

3,310ha
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平
成
16年

度
上
北
郡
七
戸
町

大
池

200ha
平
成
16年

11月
1日
か
ら
平
成
26年

10月
31日

ま
で

再
指
定

十
和
田
市

大
不
動

278
〃

〃

十
和
田
市

里
ノ
沢

384
〃

〃

計
３
箇
所

862ha

平
成
17年

度
上
北
郡
七
戸
町

尾
山
頭

240
平
成
17年

11月
1日
か
ら
平
成
27年

10月
31日

ま
で

再
指
定

計
１
箇
所

240ha

平
成
18年

度
十
和
田
市

松
陽

380
平
成
18年

11月
1日
か
ら
平
成
28年

10月
31日

ま
で

再
指
定

む
つ
市

田
名
部

605
〃

〃

計
２
箇
所

985ha

平
成
19年

度
青
森
市

三
内

30
平
成
19年

11月
1日
か
ら
平
成
29年

10月
31日

ま
で

再
指
定

平
川
市

杉
館

13
〃

〃

八
戸
市

市
野
沢

14
〃

〃

三
戸
郡
五
戸
町

蛯
川

62
〃

新
設

三
戸
郡
五
戸
町

豊
間
内

139
〃

〃

三
戸
郡
新
郷
村

戸
来

247
〃

再
指
定

む
つ
市

佐
助
川

230
〃

〃

計
７
箇
所

735ha
〃

〃

計
計

２
２
箇
所

6,132ha

２
猟
区
設
定
の
た
め
の
検
討

（
１
）

方
針

今
後
「
管
理
さ
れ
た
狩
猟
」
と
し
て
の
猟
区
の
設
定
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
、
市
町
村
、
森
林
組
合
及
び
狩
猟
者
団
体
等
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
現
状
分
析
や
意
見
集
約
を
行
い
、

、

検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

第
６

鳥
獣
の
生
息
状
況
の
調
査
に
関
す
る
事
項

１
基
本
方
針

科
学
的
知
見
に
基
づ
く
鳥
獣
の
保
護
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
県
内
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
種
類
、
分
布
状
況
、
生
息
数
の
推
移
等
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
、
資
料
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
白
神
山
地
周
辺
の
イ
ヌ
ワ
シ
、
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
下
北
半
島
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
生
息
調
査
等
を
関
係
機
関
の
研
究
者
等
の
協
力
を
得
て
実
施
す
る
も
の
と

す
る
。

２
鳥
獣
保
護
対
策
調
査

(１
)
方

針
県
内
に
生
息
す
る
主
要
な
鳥
獣
の
種
類
、
分
布
状
況
、
生
息
数
の
推
移
等
を
把
握
し
、
効
果
的
な
鳥
獣
保
護
対
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

(２
)
鳥
獣
生
息
分
布
調
査

ア
調
査
の
概
要

県
内
に
生
息
す
る
鳥
獣
（
狩
猟
鳥
獣
を
除
く
）
で
あ
っ
て
、
鳥
獣
保
護
対
策
及
び
被
害
対
策
上
重
要
な
種
に
つ
い
て
、
既
存
資
料
の
整
理
・
活
用
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
聞
き
取
り
調

。
査
、
現
地
調
査
等
に
よ
り
、
生
息
分
布
、
出
現
の
季
節
及
び
生
態
等
を
把
握
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
鳥
獣
生
息
分
布
図
を
作
成
す
る
。
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イ
鳥
獣
生
息
分
布
図
作
成
の
対
象
と
す
る
鳥
獣
の
種
類

青
森
県
版
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
記
載
種
の
鳥
獣
の
う
ち
鳥
獣
保
護
対
策
及
び
被
害
対
策
上
重
要
な
種

(３
)
希
少
鳥
獣
等
保
護
調
査

ア
調
査
の
概
要

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
鳥
獣
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
鳥
獣
、
文
化
財
保
護
法
及
び
県
の
鳥
等
に
指
定
さ
れ
て
い
る
鳥
獣
の
分
布
、
生
息
数
、
生
息
環
境
、
生
態
等
を
調
査
し
、
生
息
環
境
の

変
化
、
開
発
に
よ
る
影
響
、
生
息
数
の
増
減
の
傾
向
及
び
そ
の
原
因
を
把
握
し
、
適
切
な
保
護
対
策
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。
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イ
調
査
計
画

（
第
20表

）
対
象
鳥
獣
名

調
査
年
度

調
査

方
法

・
内

容
調

査
地

域
調
査
時
期

備
考

ニ
ホ
ン
ザ
ル

１
４
～
１
５

保
護
管
理
対
策
の
た
め
の
生
息
数
の
把
握
、
現
地
調
査
及
び
既
存
資
料
収
集

４
月
～
３
月

むつ市、大間町、風間浦村、佐井村
弘前市、西目屋村

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

１
４
～
１
６

１
０
月
～
３
月

生
息
分
布
調
査
及
び
生
息
環
境
調
査
、
現
地
調
査
及
び
既
存
資
料
収
集

むつ市及び下北郡
イ
ヌ
ワ
シ

１
４
～
１
５

生
息
分
布
調
査
及
び
生
息
環
境
調
査
、
現
地
調
査
及
び
既
存
資
料
収
集

､
､

４
月
～
３
月

西目屋村
鯵ケ沢町

深浦町
ク
マ
タ
カ

１
４
～
１
５

生
息
分
布
調
査
及
び
生
息
環
境
調
査
、
現
地
調
査
及
び
既
存
資
料
収
集

､
､

､
４
月
～
３
月

弘前市
西目屋村

鯵ケ沢町
深浦町

ハ
ク
チ
ョ
ウ

１
４
～
１
９

生
息
環
境
調
査
、
現
地
調
査
及
び
既
存
資
料
収
集

､
､

１
０
月
～
３
月

むつ市
平内町

藤崎町

（
４
）

ガ
ン
・
カ
モ
・
ハ
ク
チ
ョ
ウ
類
一
斉
調
査

ア
調
査
の
概
要

県
内
全
域
の
ガ
ン
・
カ
モ
・
ハ
ク
チ
ョ
ウ
類
の
渡
来
地
に
つ
い
て
、
そ
の
越
冬
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
種
別
の
生
息
数
や
生
態
状
況
を
全
国
一
斉
調
査
に
併
せ
て
調
査
す
る
。

ま
た
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
重
要
な
湿
地
（
湖
沼
、
海
岸
等
）
に
つ
い
て
は
、
９
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で
の
間
の
必
要
な
月
ご
と
に
渡
来
状
況
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
短
期
間
に
広
域
に
わ
た
り
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
、
調
査
員
の
能
力
の
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
、
熟
練
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
を
活
用
す
る
等
に
よ
り
、
調
査
精
度

の
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

イ
調
査
計
画

（
第
21表

）
対
象
地
域
名

調
査
年
度

調
査

方
法

・
内

容
備

考
東
北
町
（
小
川
原
湖
）

六
ヶ
所
村
（
高
瀬
川
）

む
つ
市
（
大
湊
湾
）

生
息
状
況
調
査
、
生
息
環
境
調
査

平
内
町
(小
湊
浅
所
)

青
森
市
(原
別
海
岸
)

１
４
～
１
９

藤
崎
町
（
平
川
）

鶴
田
町
(廻
堰
溜
池
）

つ
が
る
市
（
狄
ケ
館
溜
池
）

弘
前
市
（
砂
沢
溜
池
）

（
５
）

鳥
獣
保
護
区
等
の
指
定
・
管
理
等
調
査

ア
指
定
・
管
理
調
査

鳥
獣
保
護
区
等
の
適
正
な
指
定
・
管
理
の
方
針
を
検
討
す
る
た
め
、
既
指
定
鳥
獣
保
護
区
及
び
新
規
指
定
候
補
地
に
お
け
る
鳥
獣
の
生
息
状
況
、
生
息
環
境
、
被
害
等
の
調
査
を
行
う
。

イ
指
定
効
果
測
定
調
査

鳥
獣
保
護
区
及
び
休
猟
区
の
指
定
効
果
を
把
握
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
指
定
地
域
内
に
設
け
た
調
査
地
と
隣
接
す
る
可
猟
地
域
内
に
設
け
た
調
査
地
と
の
鳥
獣
の
生
息
密
度
の
比
較
調

査
を
行
う
。

（
第
22表

）
対
象
保
護
区
等
の
名
称

調
査
年
度

調
査

の
種

類
・

方
法

備
考

沼
１
４

コ
ジ
ュ
リ
ン
、
チ
ュ
ウ
ヒ
、
ハ
ヤ
ブ
サ

平
滝

鳥
市

浦
１
５

ワ
シ
、
タ
カ
類

獣
１
６

生
息
状
況
及
び
環
境
調
査

オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ

平川・浅瀬石川
、
コ
ク
ガ
ン

保
大

湊
１
７

標
準
地
法

２
人
×
４
回
＝

８
人

オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ

１
８

オ
オ
セ
ッ
カ

護
岩木川河口

区
田
光
沼

〃
〃

十
三
湖

１
９

〃
休

善
光
寺
平

１
４

キ
ジ
、
ヤ
マ
ド
リ
、
ノ
ウ
サ
ギ
、
キ
ツ
ネ

又
重

１
５

〃
猟

白
糠

１
６

生
息
状
況
及
び
環
境
調
査

〃
１
７

標
準
地
法

２
人
×
４
回
＝

８
人

〃
田
茂
代

区
１
８

〃
倉
岡

青
荷

１
９

〃
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３
狩
猟
対
策
調
査

（
１
）
方

針

狩
猟
の
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
、
主
要
な
狩
猟
鳥
獣
に
つ
い
て
生
息
分
布
、
生
息
数
の
増
減
傾
向
等
の
生
息
状
況
調
査
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
狩
猟
の
永
続
を
図
る
た
め
に
キ
ジ
及
び
ヤ

マ
ド
リ
の
放
鳥
効
果
調
査
及
び
狩
猟
者
の
狩
猟
実
態
調
査
等
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
狩
猟
鳥
獣
生
息
調
査

ア
調
査
の
概
要

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
キ
ジ
及
び
ヤ
マ
ド
リ
に
つ
い
て
、
そ
の
行
動
域
、
生
息
環
境
、
生
息
数
と
そ
の
増
減
傾
向
及
び
年
齢
構
成
等
生
息
状
況
を
把
握
し
て
適
切
な
狩
猟
対
策
の
確
立
を
図
る

も
の
と
す
る
。

イ
調
査
計
画

（
第
23表

）

対
象
鳥
獣

調
査
年
度

調
査

内
容

調
査

方
法

備
考

、

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

１
４
～
１
９

狩
猟
に
よ
る
捕
獲
位
置
情
報
、
捕
獲
個
体
の
性
別
、
捕
獲
年
月
日
等
の
捕
獲
情
報
を
重
点
的
に

キ
ジ
、
ヤ
マ
ド
リ

〃
収
集
し
、
解
析
す
る
。

ウ
管
理
計
画
樹
立
の
対
象
と
す
る
狩
猟
鳥
獣
の
種
名

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
キ
ジ
、
ヤ
マ
ド
リ

（
３
）

放
鳥
効
果
測
定
調
査

ア
調
査
の
概
要

キ
ジ
及
び
ヤ
マ
ド
リ
猟
の
永
続
を
図
る
た
め
、
鳥
獣
保
護
区
及
び
休
猟
区
に
放
鳥
す
る
キ
ジ
及
び
ヤ
マ
ド
リ
の
標
識
調
査
を
実
施
し
、
定
着
割
合
、
年
齢
及
び
生
息
環
境
別
の
嗜
好
性
を

明
ら
か
に
す
る
調
査
を
行
い
、
放
鳥
事
業
の
効
果
を
把
握
す
る
。

イ
調
査
計
画

（
第
24表

）

標
識

対
象
種
類

調
査
年
度

放
鳥
数

標
識
の
種
類

装
着

数
調

査
方

法
備

考

１
４

1,050
羽

足
環

1,050
個

標
識
の
装
着
、
回
収
に
よ
る
。

１
５

1,050
〃

1,050
〃

キ
ジ

１
６

1,050
〃

1,050
〃

１
７

1,050
〃

1,050
〃

１
８

1,050
〃

1,050
〃

1,050
〃

1,050
〃

１
９

１
４

90
羽

足
環

90
個

標
識
の
装
着
、
回
収
に
よ
る
。

１
５

90
〃

90
〃

ヤ
マ
ド
リ

１
６

90
〃

90
〃

１
７

90
〃

90
〃

１
８

90
〃

90
〃

90
〃

90
〃

１
９
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（
４
）

狩
猟
実
態
調
査

ア
調
査
の
概
要

狩
猟
者
の
狩
猟
期
間
中
の
出
猟
日
数
、
狩
猟
鳥
獣
の
増
減
傾
向
に
関
す
る
意
識
等
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
に
よ
り
調
査
し
、
狩
猟
の
実
態
を
把
握
す
る
。

イ
調
査
計
画

（
第
25表

）
対
象
種
類

調
査
年
度

調
査

内
容

調
査

方
法

備
考

①
狩
猟
期
間
中
の
狩
猟
日
数

②
狩
猟
鳥
獣
の
増
加
傾
向
に
関
す
る
意
識

カ
モ

類
１
４
～
１
９

③
狩
猟
者
１
人
１
日
当
た
り
狩
猟
面
積

④
狩
猟
回
数

⑤
捕
獲
場
所

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

県
内

一
円

⑥
捕
獲
鳥
獣
の
種
類
別
数
量

⑦
捕
獲
鳥
獣
の
利
用
方
法

⑧
販
売
さ
れ
る

（
調
査
対
象
人
員
250人

）
捕
獲
鳥
獣
の
販
売
ル
ー
ト

⑨
狩
猟
事
故
発
生
件
数

４
有
害
鳥
獣
対
策
調
査

（
１
）

方
針

農
林
作
物
等
に
被
害
等
を
及
ぼ
す
鳥
獣
の
防
除
方
法
の
確
立
に
資
す
る
た
め
、
主
要
な
有
害
鳥
獣
の
生
理
、
生
態
、
個
体
群
動
態
等
と
被
害
発
生
と
の
関
連
を
明
か
に
す
る
調
査
を
実
施

す
る
。

（
２
）

調
査
の
概
要

（
第
26表

）
対
象
鳥
獣
名

調
査
年
度

調
査

内
容

調
査

方
法

備
考

カ
ラ

ス
類

１
４
～
１
９

①
被
害
状
況

②
生
息
分
布

カ
モ

類
③
生
息
密
度

④
行
動
圏

〃
ム

ク
ド

リ
⑤
食
性

⑥
繁
殖
状
況

既
存
資
料
及
び
聞
き
取
り

〃
⑧
被
害
対
策
技
術

ス
ズ

メ
〃

⑦
生
息
環
境

ハ
ト

類
〃〃

ニ
ホ
ン
ザ
ル

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

〃〃
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ

〃
ノ

ウ
サ

ギ

第
７

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

１
方

針
個
体
数
の
増
加
や
分
布
域
の
拡
大
に
よ
り
農
業
被
害
等
が
拡
大
し
、
地
域
住
民
と
の
間
で
あ
つ
れ
き
が
生
じ
て
い
る
地
域
個
体
群
に
つ
い
て
、
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
専
門
家
や
地
域

の
幅
広
い
関
係
者
と
の
合
意
を
図
り
な
が
ら
保
護
管
理
の
目
標
を
設
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
個
体
数
管
理
、
生
息
環
境
管
理
、
被
害
防
除
対
策
等
の
対
策
を
講
ず
る
。

（
第
27表

）

計
画
策
定
年
度
（
予
定
）

計
画
策
定
の
目
的

対
象
鳥
獣
の
種
類

計
画
の
期
間
（
予
定
）

対
象
区
域

備
考

農
業
被
害
に
加
え
て
人
家
侵
入
等
の
被
害
も
発
生

平
成
１
５
年
度

し
、
住
民
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
か

ニ
ホ
ン
ザ
ル

平
成
１
６
年
４
月
１
日
～

む
つ
市
及
び
下
北
郡

ら
、
保
護
管
理
の
目
標
を
設
定
し
、
所
要
の
対
策

平
成
２
０
年
３
月
３
１
日

を
講
ず
る
。
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第
８

鳥
獣
保
護
事
業
の
啓
発
に
関
す
る
事
項

１
鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及

（
１
）

方
針

鳥
獣
保
護
の
成
果
を
挙
げ
る
た
め
に
は
、
広
く
県
民
の
鳥
獣
に
対
す
る
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
市
町
村
や
関
係
民
間
団
体
と
の
連
携
・
協
力
の
も
と
に
、
探
鳥
会
や
講
演
会

な
ど
の
鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及
啓
発
を
目
的
と
し
た
事
業
の
実
施
を
行
い
、
ま
た
、
傷
病
鳥
獣
の
保
護
救
護
活
動
を
通
じ
て
一
般
県
民
の
鳥
獣
保
護
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

（
２
）

事
業
の
年
間
計
画

（
第
28表

）

実
施

時
期

事
業

内
容

備
考

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10月
11月

12月
１
月

２
月

３
月

探
鳥

会
開

催
指

導

鳥
獣
関
係
ビ
デ
オ
等
の
貸
付

愛
鳥

週
間

行
事

鳥
獣
保
護
実
績
発
表
会

（
３
）

愛
鳥
週
間
行
事
等
の
計
画

（
第
29表

）

区
分

平
成
１
４
年
度

平
成
１
５
年
度

平
成
１
６
年
度

平
成
１
７
年
度

平
成
１
８
年
度

平
成
１
９
年
度

備
考

ポ
ス
タ
ー
原
画
募
集

同
左

同
左

同
左

同
左

同
左

展
示

愛
鳥
週
間
行
事

在
来
種
の
食
餌
木
の

支
給
・
植
栽

探
鳥
会

講
演
会
県
内
各
地

1,000人

鳥
獣
保
護
実
績

小
･中
・
高
校

同
左

同
左

同
左

同
左

同
左

発
表

大
会

保
護
団
体
青
森
市

200人

（
４
）

傷
病
鳥
獣
の
保
護
体
制

傷
病
鳥
獣
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
鳥
獣
保
護
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、
各
地
域
の
保
護
収
容
施
設
を
活
用
し
な
が
ら
機
動
的
に
保
護
収
容
及
び
介
護
を
行
う
こ
と
と
し
、
油
汚
染
事
件
発
生
等

一
時
的
に
多
量
の
傷
病
鳥
獣
の
発
生
す
る
事
態
に
備
え
、
関
係
機
関
と
の
連
携
・
協
力
を
得
な
が
ら
救
護
体
制
の
整
備
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
雛
及
び
出
生
直
後
の
幼
獣
を
傷
病
鳥
獣
と
誤
認
し
て
保
護
収
容
を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
県
民
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
る
も
の
と
す
る
。
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傷
病
鳥
獣
保
護
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

県
県

死
亡
処
分

県
放

鳥
獣

発
地
農

鳥

域
林

獣

通
報
・
運
搬

運
搬

保
県
水

見
護

民
産

局
事

セ
依

治

ン
務

者
所

タ
死
亡
処
分

頼
療

｜

委
託
獣
医
師

依
治

※
特
別
天
然
記
念
物

カ
モ
シ
カ
の
場
合

頼
療

市
死
亡
処
分

町村

通
報
・
運
搬

教
運

搬

育委員会
県
家
畜
保
健
衛
生
所

解
剖
・
焼
却
等

（
獣
医
師
）
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２
野
鳥
の
森
等
の
整
備

鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及
啓
発
の
た
め
設
置
し
た
野
鳥
の
森
は
、
県
民
が
親
し
く
鳥
獣
に
接
す
る
喜
び
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
引
き
続
き
設
置
し
、
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
第
30表

）
名

称
整
備
年
度

施
設
の
所
在
地

面
積

施
設

の
概

要
施
設
の
内
容

利
用

の
方

針
備

考
セ
ン
タ
ー
1棟
､駐
車
場

展
示
・
学
習
施
設

探
鳥
会
等
の
開
催
に
よ
り
、
県
民

梵
珠
山
野
鳥
の
森
１
４
～
１
９

青
森

市
196

ha
森
林
194ha

が
鳥
獣
に
接
す
る
機
会
を
設
け
鳥

(自
然
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
)

獣
保
護
思
想
の
普
及
啓
発
を
図

る
｡

３
愛
鳥
モ
デ
ル
校
の
指
定

（
１
）

方
針

小
、
中
、
高
等
学
校
等
児
童
生
徒
の
鳥
獣
保
護
思
想
の
高
揚
を
図
る
た
め
、
県
教
育
委
員
会
と
協
議
し
て
愛
鳥
モ
デ
ル
校
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）

指
定
期
間

５
年

間
（
３
）

愛
鳥
モ
デ
ル
校
に
対
す
る
指
導
内
容

鳥
類
に
関
す
る
図
書
、
ビ
デ
オ
等
を
貸
与
す
る
と
と
も
に
、
探
鳥
会
の
開
催
等
を
行
う
。

（
４
）

指
定
計
画

（
第
31表

）
平
成
1
4
年
度

平
成
1
5
年
度

平
成
1
6
年
度

平
成
l
7
年
度

平
成
l
8
年
度

平
成
l
9
年
度

区
分

既
設

新
設

計
既
設

新
設

計
既
設

新
設

計
既
設

新
設

計
既
設

新
設

計
既
設

新
設

計
備

考

0
1

1
小

学
校

0
1

1
1

1
2

2
1

3
3

1
4

4
1

5

中
学

校
0

1
1

1
1

2
2

1
3

3
1

4
4

1
5

等
そ
の
他
の
学
校

0
1

1
計

0
2

2
2

2
4

4
2

6
6

2
8

8
2

10

４
法
令
の
普
及
徹
底

（
１
）

方
針

鳥
獣
に
関
す
る
法
令
の
う
ち
、
鳥
獣
捕
獲
の
規
制
の
制
度
、
鳥
獣
飼
養
許
可
制
度
等
特
に
一
般
県
民
に
関
係
あ
る
事
項
に
つ
い
て
広
報
誌
、
ポ
ス
タ
ー
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に
よ
り
、

そ
の
周
知
徹
底
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）

年
間
計
画

（
第
32表

）
実

施
時

期
(

月
)

重
点

項
目

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10月
11月

12月
1月

2月
3月

実
施

方
法

対
象

者
広
報
誌
､ポ
ス
タ
ー
､パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
一
般
県
民
及
び
販

鳥
獣
の
捕
獲
の
規
制
の
制
度

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
る
周
知
及
び
販
売
店
等

鳥
獣
の
飼
養
許
可
制
度

売
店
等
の
立
入
調
査
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第
９

鳥
獣
保
護
事
業
の
実
施
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

１
鳥
獣
行
政
担
当
職
員

（
１
）

方
針

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
、
存
続
期
間
の
更
新
、
特
別
保
護
地
区
の
指
定
、
休
猟
区
の
指
定
、
鳥
獣
の
生
息
状
況
に
関
す
る
各
種
調
査
、
鳥
獣
保
護
セ
ン
タ
ー
の
運
営
、
鳥
獣
保
護
区
指
定
に

伴
う
農
林
業
等
の
振
興
及
び
利
害
関
係
人
と
の
調
整
、
法
令
違
反
の
取
締
り
、
事
故
防
止
の
普
及
指
導
、
地
域
開
発
計
画
と
鳥
獣
保
護
と
の
調
整
等
の
鳥
獣
保
護
事
業
を
適
正
に
実
施
す
る

も
の
と
す
る
。
ま
た
、
効
果
的
な
行
政
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
担
当
職
員
の
専
門
知
識
の
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）

設
置
計
画

（
第
33表

）
現

況
計
画
終
了
時

区
分

専
任

兼
任

計
専
任

兼
任

計
備

考
２

１
３

２
１

３
本
庁環
境
生
活
部
自
然
保
護
課

出
先
機
関

２
２

２
２

本
庁

企
画
、
立
案
、
農
林
水
産
事
務
所
及
び
関
係
団
体
の
指
導
、

中
南
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課

２
２

２
２

各
種
調
査
の
実
施
等

三
八

〃

２
２

２
２

下
北

〃

２
２

２
２

地
域
県
民
局

狩
猟
免
許
試
験
の
実
施
、
狩
猟
者
登
録
証
の
交
付
、

東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
林
業
振
興
課

２
２

２
２

農
林
水
産
事
務
所

狩
猟
取
締
り
指
導
、
鳥
獣
保
護
普
及
啓
発
等

上
北

〃

２
２

２
２

西
北

〃

（
３
）

研
修
計
画

ア
毎
年
２
名
を
野
生
生
物
保
護
研
修
に
参
加
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

イ
年
１
回
担
当
職
員
の
研
修
会
を
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。

（
第
34表

）
名

称
主

催
時

期
回
数
/年

規
模

人
数
/年

内
容

・
目

的
備

考
野
生
生
物
保
護
研
修

国
９
～
10月

１
回

全
国

２
名

鳥
獣
の
保
護
管
理
と
狩
猟
制
度
、
鳥
獣
の
生
態
と
保
護
ほ
か

担
当
職
員
研
修

県
５
月

１
回

全
県

１
４
名

鳥
獣
保
護
行
政
、
農
林
被
害
対
策
と
鳥
獣
保
護
ほ
か

２
鳥
獣
保
護
員

（
１
）

方
針

鳥
獣
保
護
員
は
、
鳥
獣
保
護
又
は
狩
猟
制
度
に
つ
い
て
の
経
験
及
び
知
識
を
有
し
、
鳥
獣
保
護
へ
の
熱
意
を
有
す
る
人
材
か
ら
任
命
す
る
も
の
と
し
、
鳥
獣
保
護
区
の
数
、
狩
猟
免
許
者

数
、
担
当
区
域
の
面
積
等
を
勘
案
し
て
配
置
し
、
鳥
獣
保
護
事
業
の
効
果
的
な
運
営
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）

設
置
計
画

（
第
35表

）
基
準
設
置
数

平
成
１
３
年
度
末

年
度

計
画

(A)
人
員
(B)

充
足
率
(B/A)

平
成
14年

度
平
成
15年

度
平
成
16年

度
平
成
17年

度
平
成
18年

度
平
成
19年

度
計
(C)

充
足
率
(C/A)

備
考

人
人

%
人

人
人

人
人

人
%

人
５
６

５
６

１
０
０

０
０

０
０

０
５
６

１
０
０

０
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（
３
）

年
間
活
動
計
画

（
第
36表

）

実
施

時
期

活
動

内
容

備
考

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10月
ll月

12月
l月

2月
3月

①
鳥
獣
保
護
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
補
助

一
人
当
た
り
の
勤
務
日
数
は
、
年
間
42日

間

②
鳥
獣
保
護
区
、
休
猟
区
、
店
舗
等
立
入
調
査

と
す
る
（
12月

及
び
１
月
は
５
日
、
11月

及

③
狩
猟
関
係
法
令
の
違
反
防
止
指
導
、
普
及

び
２
月
は
４
日
、
こ
れ
ら
以
外
の
月
は
３
日

と
す
る

。
。）

（
４
）

研
修
計
画

（
第
37表

）

名
称

主
催

時
期

回
数
/年

規
模

人
数

内
容

・
目

的
備
考

鳥
獣
保
護
員
研
修

出
先
機
関

４
月

１
回

地
域
県
民
局

５
６
名

鳥
獣
保
護
事
業
を
適
正
に
運
営
す
る
た
め
、
鳥
獣
保
護
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
。

農
林
水
産
事
務
所

①
鳥
獣
関
係
法
令

②
保
護
思
想
の
普
及
方
法

③
鳥
獣
判
別

④
有
害
鳥
獣
捕
獲
に
関
す

る
こ
と
。
⑤
指
導
取
締
り

３
保
護
管
理
の
担
い
手
の
育
成

(１
)
方

針

有
害
鳥
獣
捕
獲
や
個
体
数
調
整
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
実
施
、
地
域
住
民
へ
の
被
害
防
止
対
策
の
普
及
等
の
活
動
を
行
い
鳥
獣
の
保
護
管
理
の
担
い
手
と
な
る
人
材
の
育
成
及
び
確
保
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
一
環
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
管
理
の
担
い
手
と
し
て
、
鳥
獣
の
生
息
状
況
の
把
握
や
個
体
数
管
理
の
た
め
の
捕
獲
な
ど
の
活
動
を
鳥
獣
等
の
生
態
を
踏
ま
え
て
実
施
す
る
こ
と
の
で
き

る
狩
猟
者
の
確
保
及
び
育
成
を
図
り
、
そ
の
た
め
の
研
修
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(２
)
研
修
計
画

（
第
38表

）

名
称

主
催

時
期

回
数
/年

規
模

人
数

内
容

・
目

的
備

考

鳥
獣
の
保
護
管
理
の
担
い
手
と
し
て
の
狩
猟
者
を
育
成
す
る
た
め
、
狩
猟
免
許
の
更
新
の
た

狩
猟
者
講
習
会
自
然
保
護
課

６
月

１
回

全
県

２
６
人

講
師
研
修
会

め
の
講
習
会
及
び
狩
猟
者
団
体
が
狩
猟
初
心
者
に
対
し
て
行
う
講
習
会
の
講
師
に
つ
い
て
、
次

に
掲
げ
る
内
容
の
研
修
を
行
う
。

①
鳥
獣
関
係
法
令
等

②
鳥
獣
の
判
別

③
猟
具
の
取
扱
い

④
狩
猟
の
マ
ナ
ー
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(３
)
狩
猟
者
の
減
少
防
止
対
策

有
害
鳥
獣
の
捕
獲
の
実
施
を
支
え
て
い
る
狩
猟
者
の
減
少
及
び
高
齢
化
が
危
惧
さ
れ
る
た
め
、
狩
猟
者
団
体
の
協
力
を
得
て
、
そ
の
実
態
を
詳
細
に
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
、
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
の
実
施
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
狩
猟
者
の
減
少
防
止
等
の
た
め
の
対
策
を
検
討
し
、
有
効
な
対
策
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

４
鳥
獣
保
護
セ
ン
タ
ー
等
の
設
置

（
１
）

方
針

傷
病
鳥
獣
の
保
護
等
鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及
啓
発
を
図
る
た
め
、
昭
和
６
０
年
度
に
保
護
収
容
施
設
を
設
置
し
て
い
る
が
、
引
き
続
き
当
該
施
設
に
よ
る
傷
病
鳥
獣
の
保
護
収
容
を
行
う
と

と
も
に
、
資
料
収
集
、
資
料
室
等
の
整
備
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
鳥
獣
保
護
思
想
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）

鳥
獣
保
護
セ
ン
タ
ー
等
の
施
設
計
画

（
第
39表

）

名
称

整
備
年
度

施
設
の
所
在
地

面
積

施
設

の
概

要
施
設
の
内
容

利
用

の
方

針
備

考

管
理
及
び
救
護
舎
1棟

傷
病
鳥
獣
保
護
収
容

傷
病
鳥
獣
の
保
護
収
容
等
鳥
獣
保

青
森
県
鳥
獣
保
護
セ
ン
タ
ー

１
４
～
１
９

平
内

町
2,835㎡

放
飼
場
､遊
水
池

施
設
、
資
料
室

護
思
想
の
普
及
啓
発

５
取

締
り

（
１
）

方
針

狩
猟
の
取
締
り
は
、
過
去
５
か
年
の
違
反
状
況
を
分
析
し
、
狩
猟
期
間
中
に
お
け
る
違
法
捕
獲
の
取
締
り
、
販
売
業
者
等
の
流
通
段
階
に
お
け
る
違
法
捕
獲
の
取
締
り
等
を
警
察
署
等
と
連

携
を
密
に
図
り
な
が
ら
計
画
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
各
農
林
水
産
事
務
所
職
員
及
び
鳥
獣
保
護
員
に
よ
る
緊
急
時
の
取
締
り
の
動
員
体
制
が
と
ら
れ
る
よ
う
整
備
を
図
る
。

な
お
、
取
締
り
に
際
し
て
の
情
報
収
集
に
つ
い
て
は
、
民
間
団
体
と
の
連
携
、
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）

年
間
計
画

（
第
40表

）

実
施

時
期

事
項

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10月
ll月

12月
1月

2月
3月

備
考

鳥
類

の
違

法
捕

獲

飼
養

、
販

売
の

違
反

期
間
外
狩
猟
、
非
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲

日
出
前
、
日
没
後
の
狩
猟

保
護
鳥
獣
の
捕
獲
、
矢
先
の
不
確
認

制
限
区
域
の
狩
猟
、
登
録
証
の
不
携
帯

加
工
品
店
の
指
導
取
締
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第
10

そ
の
他
鳥
獣
保
護
事
業
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項

１
有
害
鳥
獣
捕
獲
以
外
を
目
的
と
す
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
に
つ
い
て
の
許
可
基
準
の
設
定

(１
)
方

針

①
許
可
の
考
え
方

有
害
鳥
獣
捕
獲
以
外
を
目
的
と
す
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
に
つ
い
て
は
、
学
術
研
究
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
基
づ
く
数
の
調
整
又
は
そ
の
他
特
別
な
事
由
を
目
的
と

す
る
場
合
に
許
可
す
る
も
の
と
し
、
原
則
と
し
て
次
の
目
的
を
対
象
と
す
る
。

１
）
学
術
研
究
（
環
境
省
足
環
を
用
い
る
標
識
調
査
を
含
む
。
）
を
目
的
と
す
る
場
合

２
）
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
基
づ
く
数
の
調
整
を
目
的
と
す
る
場
合

３
）
そ
の
他
特
別
な
事
由
を
目
的
と
す
る
場
合

ア
鳥
獣
の
保
護
に
係
る
行
政
事
務
の
遂
行
の
目
的

イ
傷
病
に
よ
り
保
護
を
要
す
る
鳥
獣
の
保
護
の
目
的

ウ
博
物
館
、
動
物
園
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
に
お
け
る
展
示
の
目
的

エ
愛
が
ん
の
た
め
の
飼
養
の
目
的

オ
養
殖
し
て
い
る
鳥
類
の
過
度
の
近
親
交
配
の
防
止
の
目
的

カ
伝
統
的
な
祭
礼
行
事
等
に
用
い
る
目
的

キ
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
鳥
獣
の
保
護
そ
の
他
公
益
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
目
的

な
お
、
環
境
教
育
の
目
的
、
環
境
影
響
評
価
の
た
め
の
調
査
、
被
害
防
除
対
策
事
業
等
の
た
め
の
個
体
の
追
跡
を
目
的
と
し
た
捕
獲
等
又
は
採
取
等
は
、
学
術
研
究
に
準
じ
て
取
り
扱
う
こ

と
と
す
る
。

②
許
可
し
な
い
場
合
の
考
え
方

次
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
許
可
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

ア
捕
獲
後
の
処
置
の
計
画
等
に
照
ら
し
明
ら
か
に
捕
獲
の
目
的
が
異
な
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
。

イ
捕
獲
等
又
は
採
取
等
に
よ
っ
て
特
定
の
鳥
獣
の
地
域
個
体
群
に
絶
滅
の
お
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
た
り
、
絶
滅
の
お
そ
れ
を
著
し
く
増
加
さ
せ
る
な
ど
鳥
獣
の
保
護
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
よ
う
な
場
合
。

ウ
鳥
獣
の
生
息
基
盤
で
あ
る
動
植
物
相
を
含
む
生
態
系
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
な
ど
、
捕
獲
等
又
は
採
取
等
に
よ
っ
て
生
態
系
の
保
護
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
よ
う
な
場

合
。

エ
捕
獲
等
又
は
採
取
等
に
際
し
、
住
民
の
安
全
の
確
保
又
は
社
寺
境
内
、
墓
地
に
お
け
る
捕
獲
等
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
ら
の
場
所
の
目
的
や
意
義
の
保
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
よ
う
な
場
合
。

オ
銃
猟
禁
止
区
域
内
で
銃
猟
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
銃
猟
に
よ
ら
な
く
て
も
捕
獲
等
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
場
合
、
又
は
、
銃
猟
禁
止
区
域
内
に
お
け
る
銃
猟
に
伴
う
危
険
の
予
防
若
し
く

は
指
定
区
域
の
静
穏
の
保
持
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
場
合
。

③
捕
獲
実
施
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
等

捕
獲
実
施
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
は
、
第
４
の
４
の
（
１
）
の
③
か
ら
⑤
ま
で
に
準
じ
て
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

(２
)
許
可
基
準

有
害
鳥
獣
捕
獲
以
外
を
目
的
と
す
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
に
つ
い
て
の
許
可
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
学
術
研
究
を
目
的
と
す
る
場
合

１
）
学
術
研
究

ア
研
究
の
目
的
及
び
内
容

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
ア
）
主
た
る
目
的
が
、
理
学
、
農
学
、
医
学
、
薬
学
等
に
関
す
る
学
術
研
究
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
学
術
研
究
が
単
に
付
随
的
な
目
的
で
あ
る
場
合
は
、
学
術
研
究
を
目
的
と
し
た
行
為
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と
は
認
め
な
い
。

（
イ
）
鳥
獣
の
捕
獲
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
を
行
う
以
外
の
方
法
で
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
ウ
）
主
た
る
内
容
が
鳥
獣
の
生
態
、
習
性
、
行
動
、
食
性
、
生
理
等
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
長
期
に
わ
た
る
研
究
の
場
合
は
、
全
体
計
画
が
適
正
な
も
の
で
あ
る

こ
と
。

(エ
)
研
究
に
よ
り
得
ら
れ
た
成
果
が
、
学
会
、
学
術
誌
等
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
、
一
般
に
公
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
許
可
対
象
者

理
学
、
農
学
、
医
学
、
薬
学
等
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
依
頼
を
受
け
た
者

ウ
鳥
獣
の
種
類
・
数

必
要
最
小
限
の
種
類
又
は
数
（
羽
、
頭
、
個
）

エ
期
間

１
年
以
内

オ
区
域

必
要
最
小
限
の
区
域
と
し
、
原
則
と
し
て
、
銃
猟
禁
止
区
域
（
銃
器
を
使
用
す
る
場
合
）
及
び
規
則
第
７
条
第
１
項
第
７
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
は
除
く
。
た
だ
し
、

特
に
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

カ
方
法

次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
に
方
法
が
な
く
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(ア
)
法
第
１
２
条
第
１
項
又
は
第
２
項
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
猟
法
で
は
な
い
こ
と
。

(イ
)
殺
傷
又
は
損
傷
（
以
下
「
殺
傷
等
」
と
い
う
。
）
を
伴
う
捕
獲
方
法
の
場
合
は
、
研
究
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

キ
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
採
取
等
後
の
措
置

原
則
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(ア
)
殺
傷
等
を
伴
う
場
合
は
、
研
究
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(イ
)
個
体
識
別
の
た
め
、
指
切
り
、
ノ
ー
ズ
タ
ッ
グ
の
装
着
等
の
鳥
獣
の
生
態
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
措
置
を
行
わ
な
い
こ
と
。

(ウ
)
電
波
発
信
機
、
足
環
の
装
着
等
の
鳥
獣
へ
の
負
荷
を
伴
う
措
置
に
つ
い
て
は
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
当
該
措
置
が
必
要
最
小
限
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
電
波
発
信
機
を
装
着
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
必
要
期
間
経
過
後
短
期
間
の
う
ち
に
脱
落
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
）

標
識
調
査
（
環
境
省
足
環
を
装
着
す
る
場
合
）

ア
許
可
対
象
者

国
の
鳥
獣
行
政
事
務
担
当
職
員
又
は
国
よ
り
委
託
を
受
け
た
者
（
委
託
を
受
け
た
者
か
ら
依
頼
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
。

イ
鳥
獣
の
種
類
・
数

原
則
と
し
て
、
標
識
調
査
を
主
た
る
業
務
と
し
て
実
施
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
鳥
類
各
種
各
２
，
０
０
０
羽
以
内
、
３
年
以
上
継
続
し
て
標
識
調
査
を
目
的
と
し
た
捕
獲
許
可

を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
同
各
１
，
０
０
０
羽
以
内
、
そ
の
他
の
者
に
あ
っ
て
は
同
各
５
０
０
羽
以
内
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
認
め
ら
れ
る
種
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

ウ
期
間

１
年
以
内

エ
区
域

原
則
と
し
て
、
規
則
第
７
条
第
１
項
第
７
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
は
除
く
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

オ
方
法

原
則
と
し
て
、
わ
な
、
網
又
は
手
捕
と
す
る
。

②
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
基
づ
く
数
の
調
整
を
目
的
と
す
る
場
合

ア
許
可
対
象
者
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原
則
と
し
て
、
銃
器
を
使
用
す
る
場
合
は
第
一
種
銃
猟
免
許
を
所
有
す
る
者
（
空
気
銃
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
種
銃
猟
又
は
第
二
種
銃
猟
免
許
所
持
す
る
者
）
、
又
は
銃
器
の

使
用
以
外
の
方
法
に
よ
る
場
合
は
網
・
わ
な
猟
免
許
を
所
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
、
そ
れ
ら
の
実
施
者
に
は
被
害
等
の
発
生
地
域
の
地
理
及

び
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
把
握
し
て
い
る
者
が
含
ま
れ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
実
施
者
の
数
は
、
必
要
最
小
限
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
ほ
か
、
被
害
の
発
生
状
況
に
応
じ
て
、
共
同
又

は
単
独
に
よ
る
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
方
法
が
適
切
に
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
鳥
獣
の
種
類
・
数

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
目
標
の
達
成
の
た
め
に
適
切
か
つ
合
理
的
な
数
（
羽
、
頭
、
個
）

ウ
期
間

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
達
成
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
期
間
。
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
対
象
以
外
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
繁
殖
に
支
障
が
あ
る
期
間
は
避
け
る
よ
う
考
慮
す
る

こ
と
。
狩
猟
期
間
中
に
つ
い
て
は
一
般
の
狩
猟
と
、
ま
た
、
狩
猟
期
間
前
後
に
つ
い
て
は
狩
猟
期
間
の
延
長
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
当
該
期
間
に
お
け
る
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
必
要
性

を
十
分
に
審
査
す
る
な
ど
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

エ
区
域

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
の
達
成
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
区
域
。

オ
方
法

原
則
と
し
て
法
第
３
６
条
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
手
段
は
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
従
来
の
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
実
績
を
考
慮
し
た
最
も
効
果
の
あ
る
方
法
で

、
か
つ
、
安
全
性
の
確
保
が
可
能
な
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
３
７
条
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
空
気
銃
を
使
用
し
た
捕
獲
等
は

対
象
を
負
傷
さ
せ
た
ま
ま
と
り
逃
す
危
険
性
が
あ
る
た
め
、
中
・
小
型
鳥
類
に
限
っ
て
そ
の
使
用
を
認
め
る
こ
と
。

③
そ
の
他
特
別
の
事
由
を
目
的
と
す
る
場
合

１
）

鳥
獣
の
保
護
に
係
る
行
政
事
務
の
遂
行
の
目
的

ア
許
可
対
象
者

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
鳥
獣
行
政
事
務
担
当
職
員
（
出
先
機
関
の
職
員
を
含
む
。
）

イ
鳥
獣
の
種
類
・
数

必
要
と
認
め
ら
れ
る
種
類
及
び
数
（
羽
、
頭
、
個
）

ウ
期
間

１
年
以
内

エ
区
域

申
請
者
の
職
務
上
必
要
な
区
域

オ
方
法

原
則
と
し
て
、
法
第
１
２
条
第
１
項
又
は
第
２
項
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
猟
法
は
認
め
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
方
法
が
な
く
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
）

傷
病
に
よ
り
保
護
を
要
す
る
鳥
獣
の
保
護
の
目
的

ア
許
可
対
象
者

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
鳥
獣
行
政
事
務
担
当
職
員
（
出
先
機
関
の
職
員
を
含
む
。
）
、
鳥
獣
保
護
員
そ
の
他
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者

イ
鳥
獣
の
種
類
・
数

必
要
と
認
め
ら
れ
る
種
類
及
び
数
（
羽
、
頭
、
個
）

ウ
期
間

１
年
以
内

エ
区
域

必
要
と
認
め
ら
れ
る
区
域

オ
方
法

原
則
と
し
て
、
法
第
１
２
条
第
１
項
又
は
第
２
項
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
猟
法
は
認
め
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
方
法
が
な
く
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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３
）

博
物
館
、
動
物
園
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
に
お
け
る
展
示
の
目
的

ア
許
可
対
象
者

博
物
館
、
動
物
園
等
の
公
共
施
設
の
飼
育
・
研
究
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
依
頼
を
受
け
た
者

イ
鳥
獣
の
種
類
・
数

必
要
最
小
限
の
種
類
及
び
数
（
羽
、
頭
、
個
）
。

ウ
期
間

６
ヶ
月
以
内

エ
区
域

原
則
と
し
て
、
規
則
第
７
条
第
１
項
第
７
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
は
除
く
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

オ
方
法

原
則
と
し
て
、
法
第
１
２
条
第
１
項
又
は
第
２
項
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
猟
法
は
認
め
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
方
法
が
な
く
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
）

愛
が
ん
の
た
め
の
飼
養
の
目
的

ア
許
可
対
象
者

自
ら
飼
養
し
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
者
が
現
に
飼
養
許
可
に
係
る
鳥
獣
を
飼
養
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
５
年
以
内
に
当
該
者
又
は
当
該
者
か
ら
依
頼
さ
れ
た
者
が
愛
が
ん
飼
養
の
た
め
の
捕

獲
許
可
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
場
合
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
依
頼
を
受
け
た
者

イ
鳥
獣
の
種
類
・
数

メ
ジ
ロ
又
は
ホ
オ
ジ
ロ
に
限
る
。
数
は
種
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
１
世
帯
１
羽

ウ
期
間

繁
殖
期
間
中
は
認
め
な
い
。

エ
区
域

原
則
と
し
て
、
住
所
地
と
同
一
市
町
村
内
の
区
域
（
規
則
第
７
条
第
１
項
第
７
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
及
び
自
然
公
園
、
自
然
休
養
林
、
風
致
地
区
等
自
然
を
守
る
こ
と
が
特
に

要
請
さ
れ
て
い
る
区
域
を
除
く
。
）

オ
方
法

原
則
と
し
て
、
法
第
１
２
条
第
１
項
又
は
第
２
項
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
猟
法
は
認
め
な
い
。
た
だ
し
、
と
り
も
ち
を
用
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
錯
誤
捕
獲
を
生
じ
な
い
等
適
正
な
使
用
が
確

保
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
）

養
殖
し
て
い
る
鳥
類
の
過
度
の
近
親
交
配
の
防
止
の
目
的

ア
許
可
対
象
者

鳥
類
の
養
殖
を
行
っ
て
い
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
依
頼
を
受
け
た
者
。

イ
鳥
獣
の
種
類
・
数

人
工
養
殖
が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
種
類
で
必
要
最
小
限
の
員
数
（
羽
、
個
）
と
し
、
放
鳥
を
目
的
と
す
る
場
合
は
対
象
放
鳥
地
の
個
体
と
す
る
。

ウ
期
間

６
ヶ
月
以
内

エ
区
域

原
則
と
し
て
、
規
則
第
７
条
第
１
項
第
７
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
は
除
く
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

オ
方
法

網
、
わ
な
又
は
手
捕

６
）

伝
統
的
な
祭
礼
行
事
等
に
用
い
る
目
的

ア
許
可
対
象
者

祭
礼
行
事
、
伝
統
的
生
活
様
式
の
継
承
に
係
る
行
為
（
い
ず
れ
も
、
現
在
ま
で
継
続
的
に
実
施
さ
れ
て
き
た
も
の
に
限
る
。
）
の
関
係
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
依
頼
を
受
け
た
者
（
登
録
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狩
猟
等
他
の
目
的
に
よ
る
捕
獲
又
は
採
取
に
よ
り
、
当
該
行
事
等
の
趣
旨
が
達
成
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）

イ
鳥
獣
の
種
類
・
数

必
要
最
小
限
。
捕
獲
し
、
行
事
等
に
用
い
た
後
は
放
鳥
獣
と
す
る
。
（
致
死
さ
せ
る
事
に
よ
ら
な
け
れ
ば
行
事
等
の
趣
旨
を
達
成
で
き
な
い
場
合
を
除
く
。
）

ウ
期
間

３
０
日
以
内

エ
区
域

原
則
と
し
て
、
規
則
第
７
条
第
１
項
第
７
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
は
除
く
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

オ
方
法

原
則
と
し
て
、
法
第
１
２
条
第
１
項
又
は
第
２
項
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
猟
法
は
認
め
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
方
法
が
な
く
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７
)

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
鳥
獣
の
保
護
等
の
公
益
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
目
的

捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
目
的
に
応
じ
て
個
々
の
事
例
ご
と
に
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
環
境
教
育
の
目
的
、
環
境
影
響
評
価
の
た
め
の
調
査
、
被
害
防
除
対
策
事
業
等
の
た
め
の

個
体
の
追
跡
を
目
的
と
し
た
捕
獲
等
又
は
採
取
等
は
、
学
術
研
究
に
準
じ
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

（
第
41表

）
捕
獲
の

許
可

許
可

基
準

備
目

的
権
者

許
可

対
象

者
鳥
獣
の
種
類

鳥
獣
の
数

捕
獲

期
間

捕
獲

区
域

捕
獲

方
法

留
意
事
項

考
学
術
研
究

知
事

理
学
、
農
学
、
医
学
、

必
要
最
小
限

必
要
最
小
限

１
年
以
内

必
要
最
小
限
の
区
域
と

次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合

薬
学
等
に
関
す
る
調
査

の
種
類

の
数
（
羽
、

し
、
原
則
と
し
て
、
銃

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

研
究
を
行
う
者
又
は
こ

頭
、
個
）

猟
禁
止
区
域
（
銃
器
を

、
他
に
方
法
が
な
く
、
や
む
を
得

れ
ら
の
者
か
ら
依
頼
を

使
用
す
る
場
合
）
及
び

な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の

受
け
た
者

規
則
第
７
条
第
１
項
第

限
り
で
な
い
。

７
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に

①
法
第
１
２
条
第
１
項
又
は
第
２

掲
げ
る
区
域
は
除
く
。

項
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
猟
法
で
は

た
だ
し
、
特
に
必
要
が

な
い
こ
と
。

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

②
殺
傷
又
は
損
傷
（
以
下
「
殺
傷

こ
の
限
り
で
な
い
。

等
」
と
い
う
。
）
を
伴
う
捕
獲
方

法
の
場
合
は
、
研
究
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
と
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

標
識
調
査

知
事

国
の
鳥
獣
行
政
事
務
担

原
則
と
し
て
、
標
識
調
査
を

１
年
以
内

原
則
と
し
て
、
規
則
第

原
則
と
し
て
、
わ
な
、
網
又
は
手

当
職
員
又
は
国
よ
り
委

主
た
る
業
務
と
し
て
実
施
し

７
条
第
１
項
第
７
号
イ

捕
と
す
る
。

託
を
受
け
た
者
（
委
託

て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
鳥
類

か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る

を
受
け
た
者
か
ら
依
頼

各
種
各
２
，
０
０
０
羽
以
内

区
域
は
除
く
。
た
だ
し

さ
れ
た
者
を
含
む
。
）

、
３
年
以
上
継
続
し
て
標
識

、
特
に
必
要
が
認
め
ら

調
査
を
目
的
と
し
た
捕
獲
許

れ
る
場
合
は
、
こ
の
限

可
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ

り
で
な
い
。

て
は
同
各
１
，
０
０
０
羽
以

内
、
そ
の
他
の
者
に
あ
っ
て

は
同
各
５
０
０
羽
以
内
。
た

だ
し
、
特
に
必
要
が
認
め
ら

れ
る
種
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
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特
定
鳥
獣

知
事

原
則
と
し
て
、
銃
器
を

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計

原
則
と
し
て
法
第
３
６
条
で
禁
止

保
護
管
理

使
用
す
る
場
合
は
第
一

の
目
標
の
達
成
の
た
め
に

の
達
成
を
図
る
た
め
に
必

画
の
達
成
を
図
る
た
め

さ
れ
て
い
る
捕
獲
等
又
は
採
取
等

計
画
に
基

種
銃
猟
免
許
を
所
有
す

適
切
か
つ
合
理
的
な
数
（

要
か
つ
適
切
な
期
間
。

に
必
要
か
つ
適
切
な
区

の
手
段
は
用
い
る
こ
と
は
で
き
な

づ
く
数
の

る
者
（
空
気
銃
を
使
用

羽
、
頭
、
個
）
。

捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
対

域
。

い
が
、
従
来
の
捕
獲
等
又
は
採
取

調
整
を
目

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

象
以
外
の
鳥
獣
の
保
護
及

等
の
実
績
を
考
慮
し
た
最
も
効
果

的
と
す
る

第
一
種
銃
猟
又
は
第
二

び
繁
殖
に
支
障
が
あ
る
期

の
あ
る
方
法
で
、
か
つ
、
安
全
性

場
合

種
銃
猟
免
許
所
持
す
る

間
は
避
け
る
よ
う
考
慮
す

の
確
保
が
可
能
な
も
の
で
あ
っ
て

者
）
、
又
は
銃
器
の
使

る
こ
と
。
狩
猟
期
間
中
に

、
法
第
３
７
条
の
規
定
に
よ
り
環

用
以
外
の
方
法
に
よ
る

つ
い
て
は
一
般
の
狩
猟
と

境
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
も
の
に

場
合
は
網
・
わ
な
猟
免

、
ま
た
、
狩
猟
期
間
前
後

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い

許
を
所
有
す
る
者
で
あ

に
つ
い
て
は
狩
猟
期
間
の

。
空
気
銃
を
使
用
し
た
捕
獲
等
は

る
こ
と
。
ま
た
、
捕
獲

延
長
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ

対
象
を
負
傷
さ
せ
た
ま
ま
と
り
逃

等
又
は
採
取
等
の
向
上

れ
が
な
い
よ
う
、
当
該
期

す
危
険
性
が
あ
る
た
め
、
中
・
小

を
図
る
観
点
か
ら
、
そ

間
に
お
け
る
捕
獲
等
又
は

型
鳥
類
に
限
っ
て
そ
の
使
用
を
認

れ
ら
の
実
施
者
に
は
被

採
取
等
の
必
要
性
を
十
分

め
る
こ
と
。

害
等
の
発
生
地
域
の
地

に
審
査
す
る
な
ど
、
適
切

理
及
び
鳥
獣
の
生
息
状

に
対
応
す
る
こ
と
。

況
を
把
握
し
て
い
る
者

が
含
ま
れ
る
よ
う
指
導

す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、

実
施
者
の
数
は
、
必
要

最
小
限
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
ほ
か
、
被
害
の
発

生
状
況
に
応
じ
て
、
共

同
又
は
単
独
に
よ
る
捕

獲
等
又
は
採
取
等
の
方

法
が
適
切
に
選
択
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

鳥
獣
の
保

知
事

国
又
は
地
方
公
共
団
体

必
要
と
認
め

必
要
と
認
め

１
年
以
内

申
請
者
の
職
務
上
必
要

原
則
と
し
て
、
法
第
１
２
条
第
１

護
に
係
る

の
鳥
獣
行
政
事
務
担
当

ら
れ
る
種
類

ら
れ
る
数

な
区
域

項
又
は
第
２
項
で
禁
止
さ
れ
て
い

行
政
事
務

職
員
（
出
先
機
関
の
職

（
羽
、
頭
、

る
猟
法
は
認
め
な
い
。
た
だ
し
、

の
遂
行

員
を
含
む
。
）

個
）

他
の
方
法
が
な
く
、
や
む
を
得
な

い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

傷
病
に
よ

知
事

国
又
は
地
方
公
共
団
体

必
要
と
認
め

必
要
と
認
め

１
年
以
内

必
要
と
認
め
ら
れ
る
区

原
則
と
し
て
、
法
第
１
２
条
第
１

り
保
護
を

の
鳥
獣
行
政
事
務
担
当

ら
れ
る
種
類

ら
れ
る
数

域
項
又
は
第
２
項
で
禁
止
さ
れ
て
い

要
す
る
鳥

職
員
（
出
先
機
関
の
職

（
羽
、
頭
、

る
猟
法
は
認
め
な
い
。
た
だ
し
、

獣
の
保
護

員
を
含
む
。
）
、
鳥
獣

個
）

他
の
方
法
が
な
く
、
や
む
を
得
な

保
護
員
そ
の
他
特
に
必

い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

要
と
認
め
ら
れ
る
者

り
で
な
い
。
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博
物
館
、

知
事

博
物
館
、
動
物
園
等
の

必
要
最
小
限

必
要
最
小
限

６
ヶ
月
以
内

原
則
と
し
て
、
規
則
第

原
則
と
し
て
、
法
第
１
２
条
第
１

動
物
園
そ

公
共
施
設
の
飼
育
・
研

の
種
類

の
数
（
羽
、

７
条
第
１
項
第
７
号
イ

項
又
は
第
２
項
で
禁
止
さ
れ
て
い

の
他
こ
れ

究
者
又
は
こ
れ
ら
の
者

頭
、
個
）

か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る

る
猟
法
は
認
め
な
い
。
た
だ
し
、

に
類
す
る

か
ら
依
頼
を
受
け
た
者

区
域
は
除
く
。
た
だ
し

他
の
方
法
が
な
く
、
や
む
を
得
な

施
設
に
お

、
特
に
必
要
が
認
め
ら

い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

け
る
展
示

れ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

愛
が
ん
の

知
事

自
ら
飼
養
し
よ
う
と
す

メ
ジ
ロ
又
は

種
の
如
何
に

繁
殖
期
間
中
は
認
め
な

原
則
と
し
て
、
住
所
地

原
則
と
し
て
、
法
第
１
２
条
第
１

た
め
の
飼

る
者
（
当
該
者
が
現
に

ホ
オ
ジ
ロ
に

か
か
わ
ら
ず

い
。

と
同
一
市
町
村
内
の
区

項
又
は
第
２
項
で
禁
止
さ
れ
て
い

養
飼
養
許
可
に
係
る
鳥
獣

限
る
。

１
世
帯
１
羽

域
（
規
則
第
７
条
第
１

る
猟
法
は
認
め
な
い
。
た
だ
し
、

を
飼
養
し
て
お
ら
ず
、

項
第
７
号
イ
か
ら
チ
ま

と
り
も
ち
を
用
い
る
場
合
で
あ
っ

か
つ
、
５
年
以
内
に
当

で
に
掲
げ
る
区
域
及
び

て
、
錯
誤
捕
獲
を
生
じ
な
い
等
適

該
者
又
は
当
該
者
か
ら

自
然
公
園
、
自
然
休
養

正
な
使
用
が
確
保
さ
れ
る
と
認
め

依
頼
さ
れ
た
者
が
愛
が

林
、
風
致
地
区
等
自
然

ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

ん
飼
養
の
た
め
の
捕
獲

を
守
る
こ
と
が
特
に
要

い
。

許
可
を
受
け
た
こ
と
が

請
さ
れ
て
い
る
区
域
は

な
い
場
合
に
限
る
。
）

除
く
。
）

又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら

依
頼
を
受
け
た
者

養
殖
し
て

知
事

鳥
類
の
養
殖
を
行
っ
て

人
工
養
殖
が

必
要
最
小
限

６
ヶ
月
以
内

原
則
と
し
て
、
規
則
第

網
、
わ
な
又
は
手
捕

い
る
鳥
類

い
る
者
又
は
こ
れ
ら
の

可
能
と
認
め

の
数
（
羽

７
条
第
１
項
第
７
号
イ

、
の
過
度
の

者
か
ら
依
頼
を
受
け
た

ら
れ
る
種
類

個
）
と
し
、

か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る

近
親
交
配

者
放
鳥
を
目
的

区
域
は
除
く
。
た
だ
し

の
防
止

と
す
る
場
合

、
特
に
必
要
が
認
め
ら

は
対
象
放
鳥

れ
る
場
合
は
、
こ
の
限

地
の
個
体
と

り
で
な
い
。

す
る
。

伝
統
的
な

知
事

祭
礼
行
事
、
伝
統
的
生

必
要
最
小
限

必
要
最
小
限

３
０
日
以
内

原
則
と
し
て
、
規
則
第

原
則
と
し
て
、
法
第
１
２
条
第
１

祭
礼
行
事

活
様
式
の
継
承
に
係
る

の
種
類

の
数
（
羽
、

７
条
第
１
項
第
７
号
イ

項
又
は
第
２
項
で
禁
止
さ
れ
て
い

等
に
用
い

行
為
（
い
ず
れ
も
、
現

頭
、
個
）

か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る

る
猟
法
は
認
め
な
い
。
た
だ
し
、

る
目
的

在
ま
で
継
続
的
に
実
施

区
域
は
除
く
。
た
だ
し

他
の
方
法
が
な
く
、
や
む
を
得
な

さ
れ
て
き
た
も
の
に
限

、
特
に
必
要
が
認
め
ら

い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

る
。
）
の
関
係
者
又
は

れ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

こ
れ
ら
の
者
か
ら
依
頼

り
で
な
い
。

を
受
け
た
者
（
登
録
狩

猟
等
他
の
目
的
に
よ
る

捕
獲
又
は
採
取
に
よ
り

、
当
該
行
事
等
の
趣
旨

が
達
成
で
き
る
場
合
を

除
く
。
）
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画

(

下
北
半
島
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル)

を
次
の
と
お

り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画

(

下
北
半
島
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル)

を
変
更
す
る
新
旧
対
照
表

青 森 県 報平成19年３月28日 水曜日 号外第20号 46

新

旧

三

計
画
の
期
間

平
成
十
六
年

(

二
〇
〇
四)

四
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
年

(

二
〇
〇
八)

三
月
三
十

一
日
ま
で

(

四
年
間)

三

計
画
の
期
間

平
成
十
六
年

(

二
〇
〇
四)

四
月
一
日
か

ら
平
成
十
九
年

(

二
〇
〇
七)

三
月
三
十

一
日
ま
で

(
三
年
間)


